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建設水道委員会記録 
 

○開催日時 

平成２５年３月１４日 午前１０時～午後３時４３分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人） 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

   副委員長  小田原 勇次郎 

   委  員  上 野 一 誠 

委  員  橋 口 博 文 

委  員  大 田 黒 博 

委  員  持 原 秀 行

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   建 設 部 長  石 澤 一 美 

   建 設 維 持 課 長   泊   正 人 

   建 設 整 備 課 長   四 元 新 一 

   建設政策課長代理  徳 重 勝 美   

   ─────────────────────── 

   水 道 局 長  岩 下 満 志 

水 道 管 理 課 長   元 石 功 一 

上 水 道 課 長  福 山 清 和 

 課 長 代 理  前 田 和 博 

下 水 道 課 長  須 田 徳 二 

 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋 

   議 事 グ ル ー プ 長  瀬戸口 健 一 

議 事 グ ル ー プ 員  小 島 早智子 

 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第５７号 薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例の制定について 

議案第６０号 平成２５年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算 

議案第６１号 平成２５年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 

議案第７４号 平成２５年度薩摩川内市水道事業会計予算 

議案第７５号 平成２５年度薩摩川内市工業用水道事業会計予算 

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

水 道 管 理 課

上 水 道 課

議案第５８号 薩摩川内市公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条

例の制定について 

議案第６２号 平成２５年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計予算 

議案第６３号 平成２５年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第６４号 平成２５年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第６５号 平成２５年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

下 水 道 課

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 政 策 課

議案第５１号 市道路線の認定について 

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 維 持 課

議案第４８号 薩摩川内市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第４９号 薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５０号 鹿児島本線川内駅構内３５０ｋｍ３２０ｍ付近の立体交差工事委託に関す

る基本協定の変更について 

議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

建 設 整 備 課

───────────────────────────────────────── 
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  △開  会 

○委員長（福田俊一郎）ただいまから建設水道

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により、審査を進めたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により、審査

を進めます。 

 なお、２日にわたる審査となりますが、本日の

審査は、建設整備課まで行いたいと思いますので、

御協力をお願いいたします。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんけれ

ども、会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、

委員長において随時許可をいたします。 

────────────── 

   △水道管理課・上水道課の審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、水道管理

課・上水道課の審査に入ります。 

────────────── 

   △水道局長の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）まず、水道局の審査に

先立ち、局長に概要説明を求めます。 

○水道局長（岩下満志）おはようございます。

改めまして、よろしくお願いいたします。 

 それでは、上水道課・下水道課分の条例制定に

つきまして、概要を先に説明させていただきたい

と思います。 

 まず、上水道課分でございますけれども、議案

第５７号の薩摩川内市水道の布設工事監督者の配

置基準等に関する条例の制定について、条例制定

につきましては、本会議の提案理由でも御説明い

たしましたが、自治体の自主性・自立性をより充

実させることを目的とします国の地方分権一括法

の公布により、国の政省令に準じ、市で新規に条

例を定めることとなったもので、今回、政令を参

酌してということで、大部分を国の政令に準じて、

今回、制定しようとするものでございます。 

 次に、下水道課の条例制定議案でございます。 

 議案第５８号でございますけれども、薩摩川内

市公共下水道等の構造の技術上の基準等に関する

条例の制定についてでございますけれども、これ

につきましても、さきの議案第５７号の条例制定

と同様に、国が定めておりました政令を参酌して、

新たに市の条例として定めなさいという地方分権

一括法の公布のもとで、今回、新たに定めようと

するものでございます。 

 参酌して定めなさいということでありますので、

国が定めておりました政省令等をそのまま、大半、

条例として定めようとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議いた

だきますようお願い申し上げます。 

────────────── 

△議案第５７号 薩摩川内市水道の布設工

事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の制

定について 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

５７号薩摩川内市水道の布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○上水道課長（福山清和）おはようございます。

上水道課です。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第５７号薩摩川内市水道の布設

工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の制定について

御説明申し上げますので、議会資料の１ページを

お開きください。条例の議会資料のほうです。薄

い３枚つづりになっております。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法令の整備に関する法律の

公布による水道法の一部改正に伴い、水道の布設

工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準について、水道法で規定され

ていた基準の一部について条例で新たに定める必

要があるため、提案したものであります。 

 これは、水道事業者が地方公共団体である場合

には、地域の実情に合った基準を条例で定めるこ

とにより、それぞれの水道事業者において最適な

体制で水道サービスの提供が可能との考えから、

おのおの水道事業者が条例で定めることとされた

ものであります。 

 水道施設の新設または政令で定める増設もしく

は改造の工事については、工事の内容も通常の土

木工事とは異なり、水道水の水質に異常を来すお
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それがあるなど特殊であり、安全・安心なライフ

ラインとして市民生活に与える影響等を考慮し、

水道布設工事監督者による監督義務が課せられて

いるためであります。 

 また、水道技術管理者の資格は、政令で定める

資格を有する者でなければならないと規定されて

いましたが、水道事業者が地方公共団体である場

合には、政令で定める資格を参酌して条例で定め

る資格を有する者に改正されたものであります。 

 本市では、これまで政令で規定されていた基準

を遵守しており、新たに制定する条例において資

格基準を緩和する必要がないため、水道法の基準

を生かすこととしていますが、旧大学令及び旧専

門学校令並びに旧中学校令の対象となる職員はい

ないため、その部分は除外いたしました。 

 なお、この条例は、平成２５年４月１日から施

行しようとするものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）現在の資格基準に値する職

員について、現在の実態はどんな状況にあるんで

すか。 

○上水道課長（福山清和）代理のほうから説明

させます。 

○上水道課長代理（前田和博）現在、上水道課

の職員は１８名おります。そのうち９名が技術管

理者の資格を持つものとなります。 

 また、布設工事監督者におきましては、グルー

プ長以下１４名の職員がいますが、６名が資格を

有しております。 

 簡易水道におきましては、資格者は１１名とな

ります。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。ほか

にございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ。 

 この有資格者というのは、当然、有資格者とし

て入ってこられたんじゃなくて、水道局に配置さ

れてから、皆さん方が取得されるというか、資格

であるということで認識してよろしいですね。 

○上水道課長代理（前田和博）水道に入ってき

てから、実務経験年数で資格を有しているもので

ございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △水道局長の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）次に、当初予算の審査

に入ります。 

 まず、水道局長に概要説明を求めます。 

○水道局長（岩下満志）それでは、水道管理

課・上水道課分につきまして、予算概要、内容等

について総括説明させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、説明申し上げます。 

 別冊の薄い黄色の表紙がございますが、平成

２５年度当初予算概要をお手元に御準備いただき

まして、その１ページをお開きいただきたいと思

います。 

 それでは、御説明申し上げます。 

 中ほどの表をごらんいただきたいと思います。

第２です。 

 まず、簡易水道事業、温泉給湯事業につきまし

ては、予算総額は記載のとおりでございます。対

前年度比較でそれぞれ簡易水道事業につきまして

は、西方、手打地域の大きな水道事業がほぼ終わ

ったことに伴いまして、マイナス２０．４％の減

額予算となりました。 

 温泉給湯事業につきましては、新公衆浴場関連

経費の予算が平成２５年度は直接生じないことと、

区画整理に伴います配湯管の布設がえや所有する

施設の維持管理費が主となり、前年度比約７割の
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減額予算となっております。 

 一番下の表、公営企業会計では、水道事業会計

と工業用水道事業会計につきまして、３条、予算、

収益的収入及び支出、４条、予算の資本的収入及

び支出につきまして、記載のとおりの予算総額を

それぞれお願い申し上げております。 

 次に、事業会計ごとに、主な事業施策について

御説明を申し上げたいと思います。 

 恐れ入りますけれども、当初予算概要の

１２７ページをお開きいただきたいと思います。 

 特別会計のうち簡易水道事業につきましては、

最上段の表に掲載いたしておりますけれども、遠

方監視施設整備事業でございます。 

 これにつきましては、平成１７年度からの継続

事業となっております。 

 本年度、川内地域（田海町）の丸山浄水場にお

きまして、１年３６５日２４時間でございますけ

れども、管内の各地域にあります主要な配水池・

水源地等の水道施設について、安心・安全の確保

のために１カ所で集中監視を行うことを目的に年

次的に整備を行っているものでございます。 

 本年度は、祁答院の藺牟田地区の砂石配水池の

施設と丸山浄水場を結ぶラインについて整備する

ものであります。 

 次に、中ほどの表でございます。 

 簡易水道の老朽管更新事業は、配水管等を中心

に、記載のとおりの市内各地域において、漏水多

発箇所等を中心に有収率向上対策や事故防止対策

のために整備いたします。 

 次の表も、継続事業でございます。 

 本市の水道ビジョンに基づきまして、効率的な

経営と管理の一体化などを目標に、平成２８年度

までに複数の簡易水道事業や飲料水供給施設を薩

摩川内市水道事業に事業統合することに伴い、資

産評価を事業統合前に実施・整備しようとするも

のでございます。記載のとおり、樋脇地域の施設

を実施いたします。 

 次に、恐れ入りますけれども、申しわけござい

ませんが、予算概要の１ページに、最初に返って

いただきまして、温泉給湯事業の内訳でございま

すけれども、樋脇・入来・祁答院地域の５カ所の

市営公衆浴場と、各地域の温泉給湯、分湯施設の

管理運営、年次計画のもとで、老朽化した配湯管

等の布設がえを計画しております。 

 申しわけございません。次の予算概要の

１２８ページでございます。 

 一番上段の表でございますけれども、入来地区

の温泉施設整備事業として事業概要を記載をして

おります。 

 繰り返し申しわけございませんけれども、最初

の１ページに返っていただきたいと思います。一

番下の表の公営企業会計の概要について御説明を

させていただきたいと思います。 

 水道事業では、収益的収入支出は、前年度比較

で１．３％の増額、資本的収入・支出につきまし

ては、東郷地域の配水池、送水・配水管、連絡管

などの大きな事業が完了したことなどで２７％程

度の減額予算編成となりましたが、引き続き各地

域の社会基盤整備として、ライフラインの整備に

取り組む計画でございます。 

 地域別の主な建設改良事業の概要につきまして

は、もう一つ別冊の水色の水道局の当初予算資料

のほうで、詳細に個別具体の事業については、課

長が説明を申し上げたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 同じく、予算概要の一番下段の工業用水道事業

会計でございますけれども、皆様御承知のとおり、

供給先であります富士通の事業譲渡によります事

業縮小、撤退の影響で、水需要につきましては、

約４割の減少見込みとなります。 

 年 間 総 給 水 量 は 、 前 年 度 比 較 で 日 量

１，５００立方メートルから９００立方メートル

へと水需要が減少いたします。結果といたしまし

て、年間で２１万９，０００立方メートルの減少

見込みとなります。これに伴い、収益的収入支出

のうち、給水収益も約１，３８０万円程度減少の

見込みとなりました。 

 こうした状況の中で、平成２５年度は、４条予

算であります投資的経費は考慮せず、水需要減少

に対応した維持管理、運営に要する経費を中心に

予算措置をいたしました。 

 課題といたしましては、２５年度事業撤退に伴

います今後の工業用水道事業のあり方、施設設備

の管理・運営等について検討していくことになる

と考えております。 

 同じく、予算概要の１ページでございますけれ

ども、第２でございます。各会計別歳入歳出予算

額の表をごらんいただきたいと思います。 
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 一般会計予算額の中に、水道管理課・上水道課

に関する繰出金として、予算に関する、後ほどご

らんいただきたいと思いますけれども、説明書の

８９ページ、４款の衛生費以降におきまして、そ

れぞれ関係の予算が措置されております。 

 これにつきましても、それぞれ各繰出先の事業

詳細について、所属する特別会計にて御説明をさ

せていただきたいと思います。 

 以上で説明を終わりますけれども、予算の個別

具体的な事業内容の詳細につきましては、先ほど

申し上げたように、各課長から説明させますので、

よろしく御審査いただきますようお願いを申し上

げます。 

────────────── 

   △議案第６０号 平成２５年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

６０号平成２５年度薩摩川内市簡易水道事業特別

会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）おはようございま

す。よろしくお願いします。 

 説明につきましては、歳出について、水道管理

課・上水道課それぞれ説明することとし、歳入に

つきましては、水道管理課で一括で説明したいと

考えております。よろしいでしょうか。 

○委員長（福田俊一郎）はい、それでよろしい

です。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

６０号平成２５年度薩摩川内市簡易水道事業特別

会計予算について、水道管理課分の歳出について

御説明をいたします。 

 予算調書で説明をいたしますので、２７０ペー

ジをお開きください。２７０ページの上の表にな

ります。 

 １款１項１目一般管理費３億３，１５２万

６ ， ０ ０ ０ 円 の う ち 水 道 管 理 課 分 は 、

１，５３６万５，０００円で、市内各地域の簡易

水道の業務営業に要する経費及び消費税を計上し

ております。 

 次に、下段の表でございます。 

 ３款１項１目元金、事項、長期債償還元金は、

１億５，３１９万円を措置しております。 

 次のページになります。２７１ページでござい

ます。 

 ２ 目 利 子 、 事 項 、 長 期 債 償 還 利 子 は 、

４，４９０万４，０００円を計上しております。 

 最後に、５款１項１目予備費１００万円を計上

しております。 

 歳出の水道管理課分は、以上でございます。 

 引き続き、上水道課分につきまして、上水道課

長が説明をいたします。 

○上水道課長（福山清和）引き続き、上水道課

の歳出分について説明いたします。 

 予算調書の２７２ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費３億１，６１６万

１，０００円であります。 

 一般管理費の内容について説明いたしますので、

予算調書の２７２ページの上の段をごらんくださ

い。 

 一般管理費は、市内２７地区の簡易水道施設の

維持管理費等に係る経費で、主なものについて説

明いたしますので、右側の経費の主な内容をごら

んください。 

 簡易水道管理人報酬は、川内地区の９施設の嘱

託員９名の報酬。 

 水道業務作業嘱託員報酬は、下甑地域の作業嘱

託員の報酬。 

 光熱水費・修繕料等６，８０８万８，０００円

は、市内各地の水源地や浄水場等の電気料及び水

道施設の漏水修繕料などが主なものであります。 

 水質検査手数料等の２，１９８万６，０００円

は、水道法に基づく原水・浄水の水質検査に要す

る経費が主なもの。 

 簡易水道資産台帳整備業務委託９３０万円は、

水道事業統合計画に基づき、平成２８年度に上水

道に事業統合することとしている本土地域の簡易

水道について、事前に各簡易水道の資産評価を行

う必要があるため、実施するもの。 

 なお、資産評価を２３年度から２６年度までの

４年間で予定をしており、平成２５年度は樋脇地

域の６簡易水道と１飲料水供給施設の７地区を実

施するものであります。 

 毎日点検項目検査業務委託等３，０１６万

８，０００円は、水道水の毎日検査に必要な費用

や各施設の電気設備保安管理業務及び電源切れ

メーターの取りかえに必要な費用であります。 

 重機借上料は、災害等に対応した重機の借上料
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であり、見込み計上しております。 

 配水管布設替工事等７，６６８万４，０００円

は、老朽管の布設替工事や国や県指導の道路改良

等に伴う配水管の布設替工事及び水道施設の改修

工事を計上しております。 

 ２５年度は、老朽化して漏水等の発生している

川内地域と祁答院地域で配水管の布設替工事を予

定しております。 

 公用車購入費等は、老朽化して故障・修理の多

い公用車を更新するもので、祁答院地区、里地区、

下甑地区の水道用に各１台を計画しております。 

 次に、施設整備費の説明をいたしますので、予

算調書の２７２ページ、下の段をごらんください。 

 ２ 款 １ 項 １ 目 施 設 整 備 費 は 、 予 算 額

２，４５０万円であります。 

 説明欄の遠方監視施設整備事業費は、祁答院地

区簡易水道、藺牟田地区の砂石配水池を計上して

おります。 

 遠方監視については、水源地等の運転状況や配

水池の水位、配水流量等を田海町の丸山浄水場で

一括して管理することとしておりますが、簡易水

道については、遠方監視の施設整備がされていな

かったため、平成１７年度から年次的に整備を図

ってきております。 

 ２５年度の事業内容は、祁答院町砂石配水池と

田海町にある丸山浄水場をテレメーター回線で常

時つないで、水道施設の運転状況を集中管理する

ことにより、異常事態の早期発見や施設状況の把

握によって素早い対応が可能となるため、より安

全・安心な水道水を常に安定して供給することが

できるため、計画的に順次整備しているものであ

ります。 

 上水道課分は以上であります。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が説明い

たします。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、歳入に

ついて御説明いたします。 

 同じく、予算調書の２６６ページをお開きくだ

さい。 

 １ 款 １ 項 １ 目 水 道 使 用 料 ３ 億 ３ ７ ５ 万

３，０００円は、市内各地域の給水使用料及び給

水負担金を計上しております。 

 次が２６８ページになります。 

 ２目水道手数料３２万５，０００円は、給水装

置の設計審査手数料、督促手数料等を計上してお

ります。 

 次が２６９ページになります。 

 ４款１項１目簡易水道事業補助金２，０８２万

５，０００円は、祁答院地域の遠方監視施設整備

にかかわる電源地域立地対策交付金を計上してお

ります。 

 ６款１項１目一般会計繰入金２億１，４３７万

５，０００円は、一般会計の繰出基準に基づく建

設改良事業経費と起債の償還元利等にかかわる繰

入金と、それ以外の財政援助にかかわる繰入金で

ございます。 

 ７款１項１目繰越金１，０００万円は、前年度

繰越金の見込み額を計上しております。 

 ８款２項１目雑入５８４万１，０００円は、南

九州西回り自動車整備にかかわる移転補償費、そ

れから原子力立地給付金等でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議いた

だきますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）この今の概要で質問をし

たいと思いますが、１２７ページ、祁答院地域の

１７年度から始まっているこの進捗状況と、いつ

までの工事であるのかということと、この次の老

朽管の更新事業で、この７６０メートル、この場

所と進捗状況等を説明いただけませんでしょうか。 

○上水道課長（福山清和）遠方監視について御

説明申し上げます。 

 実績ですが、１７年度からやっておりまして、

１７年度が久見崎寄田簡易水道、１８年度が土

川・西方・高江の簡易水道、１９年度が水引の簡

易水道、２０年度が湯田の簡易水道、２１年度が

網津・湯之元の簡易水道、２２年度が東郷の鳥丸

の簡易水道、２３年度が祁答院の黒木・宮脇の水

源地関係、２４年度が祁答院の牟田の水源地と牟

田の配水池、以上、２４年度までの実績でありま

す。 

 それと、遠方監視の場所については、今、全体

で１１１カ所ぐらいを必要と考えておりますけれ

ども、そのうち２４年度までに９４カ所整備済み

ですので、整備率としては８４．７％、残りが

１７カ所ございますが、年次的に整備を図ること
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としております。 

 最終的に、年度としましては、２７年度までの

予定となっておりまして、今後計画するところは、

中武と樋脇の鍋原、それから里のほうが２７年度

で一応最終ということになります。 

 来年度の計画ですけれども、高江地区の

１５０のダクタイル鋳鉄管で４８０メートル程度、

祁答院がＶＰの７５で７６０メートル程度を計画

しております。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）祁答院地域は、この各本

管は、今、旧管をされているわけですよね、ある

程度の大まかな。これから、付随した水道管があ

りますよね。一番小さいので幾らなんですかね。 

 実は、近ごろ、非常に漏水が多いということで、

地元の水道工事店の方々に確認すると、御存じの

とおり、図面が紛失してなくなっているというこ

とでございますが、その一番危惧するのは、それ

を復元していただけるのか、その作業に入ってお

られるのか、こういう一つの大きな改革をされる

中で何か必要じゃないかなと。 

 各家庭が、一、二家庭でしたけれども、一つの

給湯水の変更をしたいということで、見ていただ

くと、いわゆる圧が足りなくてできない。どこか

ら配水が来ているのか、それもわからないという

状況があるんですね。 

 その関係で、皆さん方がどう思っておられるの

か、図面の具現が必要ではないだろうかなと思っ

ておるんですが、その辺はいかがなんでしょうか。 

○上水道課長（福山清和）一応、漏水が多いと

いうことで、今、まずその問題からお話ししたい

と思いますけれども、確かに委員がおっしゃるよ

うに、図面がないというのが一番の悩みでござい

まして、配水池から配管があるんですけれども、

配水池から山の中を通っているところも、今、漏

水しているところを見つけて、その前後で探して

いくというような、非常に山の中を通っていると

いうようなところもございます。 

 それから、今回、漏水調査を、一応、２４年度

予算で、今、簡易水道の中で、漏水が多いところ、

いっぱいあるんですけれども、重点的に漏水調査

を、今、入札して実施しておりますので、３月の

段階で、そういうところで、どこが一番大きい漏

水があるというのがわかった段階で、来年度、そ

ういうところを重点的に整備をしていきたいと。

それによって、無駄な水は捨てることもなく、水

圧不足とか水量不足の影響が多分出ているところ

もあると思いますので、そういうところが少しは

改善していくのではないかと思っております。 

 それと、どうしても高さ的に配水池とその居住

されているところの位置が、どうしても高さがと

れなくて、水圧がもともととれないところに引い

てあるところ、そういうところが、皆さんがどん

どん使うようになって、引かれて出なくなってい

くというのは考えられますので、大きな団地とか、

そういうものであれば、配管の口径を大きくすれ

ば、可能であればそういう方法もあると思うんで

すが、例えば祁答院地区については、牛小屋に水

を利用されている方等もございまして、そういう

ところについて必要な量が出てこないというので

あれば、基本的に受水槽をほかのところでもして

いただいているんですが、受水槽をつくっていた

だいて、その受水槽から家のホームポンプみたい

なので出していただくと、そういう形でお願いし

ています。 

 ２４年度も、補助事業で、牛舎に水を引きたい

ということで、畜産のほうから相談があったんで

すが、容量的にもともとが厳しいところでしたの

で、そこについては、受水槽をつけて、牛が飲み

たいときに飲めるような量を確保して、してくだ

さいということで、畜産とも協議をしたところで

す。 

 というのは、昨年、私も祁答院地区だけではな

いんですが、断水が発生して、牛がおなかの中に

ガスが発生して、とてもじゃないけれども、牛に

水を飲ませなならんというような、そういう状況

がありまして、もともと水道事業自体は、人のた

めの事業でやっているんですが、それを利用して

いただくということでいいんですけれども、給水

車で牛に水を持っていくということ自体が、漏水

があったときに、そういうのを持っていけるとい

うのから考えたらちょっとどうかなという難しい

問題がありますので、そういう形でそういう方に

はお願いするという形に考えております。 

 今、いろいろ調べてみたんですけれども、確か

に宅内の給水管にしても本管にしても図面がない

ということで、非常に難儀しておりますけれども、

道路改良とか、いろんなところで改善できるもの、
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それから県道改良等でしているもののほかについ

ては、新しく布設がえすることで整備の図面はで

きていくんですが、旧来のどこに入っているか、

多分、この辺だろうというのは、今、担当のほう

でも、現場のほうを見ながら、随時、わかったと

ころだけ整理して、最終的には線を面的につない

で台帳整備をしていきたいとは思っております。 

 なかなか、過去の経験者の方なんかに聞いても、

もううろ覚えでよくわからないというのが現実で

ございます。 

 ただ、整備をしないと財産管理できませんので、

これについては、順次整理していきたいと思って

おります。 

○委員（大田黒 博）こうして年次ごとに整備

をしていただくのはありがたいんですけれども、

やはり高齢者の方々が、そんな水道は使っていな

いのに、２カ月に１回のメーター検針の際に上が

っていますよというのが、逆にその方々から、ど

こか使っていませんかという形で、頼んでみると、

漏水していたというのが何件かあるんですよ。 

 そうしたところは、しっかりと図面はできてく

るんでしょうけれども、そういうところに問い合

わせがあったときに、もう何も答えようもないわ

けですよね。ひとつ、どうなっていますから、ど

うですよというのが。だから、そういう対応をし

てくださいということだけですので、図面がなく

なった経緯は、私もよくわかりませんけれども、

やはりそこを、今、課長が言われる復元に、基本

的なこういうものをされるときに、随時していた

だくことしか復元できないのかなと思っておりま

すし、またそういう説明もしっかりと必要なのか

なと思っておりますので、ぜひその対応を頭に置

きながらお願いをしておきます。 

 以上です。 

○上水道課長（福山清和）資産台帳の整備を、

来年度、祁答院をすることになっておりますので、

統合の関係もあるんですが、その段階で、できる

だけ管を調べないと財産台帳の整備ができません

ので、重点的に来年度はやれると思っております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

○委員（持原秀行）ちょっと今のに関連して、

後でお尋ねしようかと思ったんですけれども、そ

の給水管とか、旧１市４町４村、ここの網図、こ

れらの整備はきちっと書類自体が残っていなかっ

たんですか。引き継ぎとか、そういうのがなかっ

たということですか。 

 それとも、もうもともとそういう町内とか配管

の網図とか、そういう相対的なものも整備されな

くて、そのまま合併しちゃったということなんで

すかね。いかがなんですかね。 

○上水道課長（福山清和）市町村によって、あ

るところとないところがありまして、祁答院だけ

が引き継ぎの段階でもうなかったというような話

を聞いております。 

○委員（持原秀行）ほかのところ、例えば樋脇

とか東郷、入来、聞くところによると、しょっち

ゅう今、入来地区でも、区画整理事業をしている

ところとかで、しょっちゅう漏水とかをして、長

時間使えないのが発生しているということを聞く

んですが、それが横行することによって、やっぱ

り何年度にはどういったようなものを入れてやる

というのがきちんとして記録として残っていれば、

順次、やっぱり整備していかないと、迷惑をこう

むるのは、日常生活する市民なわけですので、そ

こらあたりの見きわめ方とか、そっちの道路の中

に入っているという配管とか、今はきちっと例え

ば家を建てられるといったときに、きちっとこの

水道のメーターとか、どこにするんですよという

規定とか、あるんですよね。 

 私は樋脇とかを見ていけば、畑の中にあったり、

とんでもないところに散在しているというのを見

つけるもんですから、ちょっと気になっているん

ですが、今、それらは、この合併してから統一的

なものになっているんですかね。そこをちょっと

教えてください。 

○上水道課長（福山清和）今、持原委員がおっ

しゃいましたけれども、旧川内市では、玄関前と

か、入り口とかという形で、検針員さんがしやす

いところ、見つけやすいところ、清潔で不潔じゃ

ないところ、犬がおって物を置いてとか、検針員

さんができないようなところは避けるようになっ

ておりますけれども、確かに畑の近くにあって、

家とは関係ないような、何でここにあるのという

のがありましたり、それから境界を越えて隣の家

のところにメーター器があったりとかするところ

があります。 

 それで、漏水とか、止水バルブのメーター前の

バルブの取りかえのときに、メーターまではこち
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らでするんですけれども、地権者と相談しまして、

場所を民地のほうのその人のところに移してする

とか、そういう工事はした経緯がございます。 

 あと、どうしても宅内の工事の図面とか、そう

いう管路の工事を発注して、それが完成すると、

出来高で全部整理していくんですけれども、それ

がされていないというのがありまして、なかなか

私なんかも頭が痛いんですけれども、そういうわ

けにいきませんので、漏水がない限りは、そこに

入っているというのが実際わからない場合も多い

んですよね。 

 ただ、そういうことで、うちとしては管理上、

特に本管が民地に入っているというのが結構あり

ますので、そういうものがわかるものについては、

公道部に許可をとって移していくという形をしな

いといけないとは思っております。 

○委員（持原秀行）やはりそういう苦労とか、

それはもう十分わかります。ですから、やっぱり

きちっと法に基づいたところに入れていくという

ことを少しずつでも今後もやっていただきたいと

思います。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

○委員（上野一誠）ちょっと歳入のところでお

尋ねをします。 

 今回、ことしもこうして督促手数料をそれぞれ

各地域で出していらっしゃって、見込みを、滞納

分１８０万円を予算化してありますけれども、こ

の中身は、結構同じ人もかぶるのかなと思うんで

すが、現状を教えてください。 

 この滞納繰越分の事業収入は、これが２５年度

内に見込む額なのか、ほかにもあるのか、ちょっ

とそこを教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）滞納繰越分の予算

を１８０万円予算措置したところです。 

 毎年滞納が出まして、その分を翌年度に繰り越

しをしながら徴収努力をしているところです。 

 年度初めに約７００万円ぐらい簡易水道は出る

と思いますが、それについて、１年間、そういっ

た滞納について、今、職員、それから嘱託員、そ

れぞれ戸別訪問しながら徴収をしているところで

ございます。 

 １８０万円予算計上しておりますが、約その倍

ぐらいは徴収を毎年している状況でございます。 

 簡易水道につきましては、甑地域につきまして

は、ほとんど収入未済はございませんが、本土地

域になりますと、祁答院地域が全て簡易水道でご

ざいます。戸数も多いということで、祁答院地域、

それから川内地域が主な滞納の部分というふうに

考えております。 

○委員（上野一誠）徴収も大変だと思うんです

が、別に極端に水をとめるとか、そういう事案は

現在は今ないんですか。 

○水道管理課長（元石功一）水道をとめるまで

いろいろな段階を踏んで、最終的に水道をとめる

というふうにしております。 

 まず初めに、水道料金の請求をいたします。納

付期限までに入らなかった場合に、督促状を送付

いたします。督促状によって納入期限を切ってお

願いしますが、それでも支払われなかった方につ

きましては、次は停水予告通知というのを送付い

たします。 

 停水予告通知を送付しても納めていただけなか

った方につきましては、実際、職員と嘱託員が戸

別訪問をいたします。戸別訪問によりまして面談

をする、あるいは面談できなければ、そこで何時

に停水いたしますよといったことでメモを入れて

くる、文書を入れてくるというふうにしておりま

す。 

 最終的に、そういった方々がやはりお支払いが

ない、あるいは連絡をしていただけないという方

につきましては、最終的に停水を実施しておりま

す。停水の実績もございます。 

○委員（上野一誠）わかりました。 

 そうすると、大体、過年度分も含めて、滞納繰

り越しという額は今どのぐらいあるんですか、総

額で。 

○水道管理課長（元石功一）現在、これ１月末

でございますが、２２０万円ほどございます。 

 済みません、滞納繰り越しの総額が６０９万円

ほどございまして、１月末で、そのうち２２０万

円ほど収入が入っております。 

○委員（上野一誠）いろいろ鋭意努力していた

だきますように一応要望しておきます。 

○委員長（福田俊一郎）要望でございます。ほ

かにございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ、総論の部分

で認識を確認させてください。 

 水道ビジョンの中で、簡水については、２８年
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に本土分が合併で、そして甑が二つで簡水が残っ

ていくんですが、甑の問題として、主に雨を主と

する漂流水を使っておる関係で、安定的な取水の

部分が水道ビジョンの中で甑島地域は課題として

掲げられておるんですが、その課題の解消状況と

いう部分を、ちょっと今、確認させていただけま

せんでしょうか。 

○上水道課長（福山清和）今御心配のところは、

上甑がメーンになると思います。 

 下甑のほうは、各地区分かれておりますけれど

も、山が大きいので、水はあると。それから、里

のほうもダム等もありますし、何とかいざという

ときには、裏側のほうに水源地がありまして、そ

こから送りますので、大丈夫だと。 

 一番大きい問題になるのは、上甑が水源はたく

さんあるんですけれども、その一つ一つの水源が

非常に小さいということになります。 

 鹿島のほうについては、大きな配水池がありま

すので、過去に村の時代ですけれども、海水から

淡水化装置をつくっておりますけれども、それは

もう長く１年ぐらい使って、後は使っていない状

態で、現在ももう使える状態ではないということ

になっておりますが、それだけ余裕としては大き

なダムもありますので、大丈夫だと思っておりま

す。 

 ただ、上甑は今までもいろんな要望等もありま

して、水源の問題を心配しておるんですが、今、

私どものほうで将来的に計画をしていくのは、今

の上甑については、浄水場の老朽化が進んでおり

ますので、まず老朽化をとめて改善するというこ

とで、浄水場の施設整備、コンクリートとか、そ

ういう荒れたところをきれいにして、ろ過装置も

新しく変えながら、きれいな水がとれる状況に今

変えていっております。 

 ２５年度については、平良の浄水場をまたやる

ことにしておりますけれども、最終的にそれが済

んだ後に、今、平良にトンネルを掘りまして、そ

こから地下水が出てきておりまして、その地下水

を利用できないかということで、２４年度、現場

の方に何度か足を運んでおりますが、ある程度水

の量が１年見てみますと、量が安定してきたと。

その量を生かせないかということで、今後、補助

事業等を兼ねて認可変更をとってできるのではな

いかと思っております。 

 それと、その水質につきましては、何回か調べ

ておりますけれども、水道の基準をクリアする、

塩素消毒すると十分使える水ですので、今、県の

ほうにそのトンネルの水の利用ということを協議

しておりますけれども、一応、いいよというよう

な内諾をいただいておりますので、最終的にはそ

この水を利用して、平良の浄水場のほうにポンプ

アップして、そこで、きれいな水ですけれども、

再度利用して、そこから中甑のほうに送っていっ

て、ある程度、平良だけじゃなく中甑のほうまで

持っていけるのではないかと思っております。 

 それと、上甑につきましては、過年度に桑之浦

とか、それから江石とか、そういうところに連絡

管をつないでおりますので、いざとなったときに

は、水の流用、そういうのができるようになって

おります。 

 そのあたりを含めて、水道ビジョンにも基づく

んですが、上島・下島を別々の一つずつの簡易水

道に変えるときに、水源地の維持管理がかなりの

量になっておりますし、水質試験等も常時やって

おりますので、そういう経費を落とす意味からも、

そういう今のトンネルの水を利用しながら、いい

ところに集中的に投資して整理していったほうが

いいんじゃないかということで、今、検討してい

る段階でございます。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）今、鋭意努力をされて

おられるということで、今後も甑の、特に中甑で

すか、上甑の部分についての水の不安定の解消に

ついて御努力いただきますように、引き続き要望

しておきます。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 
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────────────── 

   △議案第６１号 平成２５年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第６１号平

成２５年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算

を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

６１号平成２５年度薩摩川内市温泉給湯事業特別

会計予算について、水道管理課分の歳出から御説

明をいたします。 

 予算調書で説明いたしますので、２７４ページ

をお願いします。 

 １款１項１目一般管理費４，９５１万円のうち

水道管理課分は、４６万４，０００円であります。 

 内容につきましては、樋脇・入来・祁答院地域

の温泉給湯事業の管理に要する経費でございます。 

 経費の主な内容は、右側に記載のとおり、検針

業務委託、入来温泉センター施設建設基金積立金

及び消費税及び地方消費税を計上しております。 

 下段になります。 

 ５款１項１目予備費には、１００万円を計上し

ております。 

 以上が水道管理課分でございます。 

○上水道課長（福山清和）続きまして、歳出の

上水道課分について説明いたしますので、予算調

書の２７５ページをお開きください。 

 温泉管理費は、樋脇・入来・祁答院地域の温泉

給湯事業の運営及び施設の維持管理等に係る経費

で、表の右側の経費の主な内容をごらんください。 

 温泉事業運営審議会委員報酬は、審議会委員

１２名分の報酬。 

 温泉施設光熱水費７４５万５，０００円は、泉

源等に係る電力料と水道料金が主なものです。 

 配湯管布設工事等１，８２０万円につきまして

は、市比野地区配湯管布設替工事と入来温泉場土

地区画整理事業に伴う仮設管や本設管の配湯管工

事でございます。 

 泉源ポンプ購入等６０３万４，０００円は、樋

脇町田代定住団地の用途ポンプと入来地区など泉

源用用途ポンプを購入する費用であります。 

 歳出の上水道課分は以上であります。 

 引き続き、歳入について水道管理課長が説明い

たします。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、歳入に

ついて説明いたしますので、同じく予算調書の

２７３ページになります。 

 １款１項１目温泉使用料４，０００円は、電柱

などの行政財産使用料を計上しております。 

 ２ 目 分 湯 使 用 料 は 、 ３ 地 域 分 合 計 で

３，２４９万９，０００円を計上をしております。 

 ２項１目督促手数料は７，０００円を、２款

１項２目利子及び配当金１１万円は、入来温泉セ

ンター施設建設基金の利子収入を計上しておりま

す。 

 ３款１項１目一般会計繰入金１，３３１万

７，０００円は、一般会計からの財政援助分でご

ざいます。 

 ４款１項１目繰越金１００万円は、前年度から

の繰越金の見込み額を計上しております。 

 ５款３項１目雑入３５７万２，０００円は、原

子力立地給付金及び入来温泉場地区土地区画整理

事業に伴う移転補償費等でございます。 

 以上で、歳入の説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）ちょっと確認で、この間、

都市計画に伴っての、今回、一応、今、布設がえ

というか、その予算は説明いただいて、新たな温

泉施設のスケジュール的なことについては、さき

の１２月議会で御報告されましたので、十分理解

をしております。 

 それで、区画整理が２５年度代でしっかりと面

的整備が終わらないと、なかなか水道局は動けな

いという現状があるので、そこらあたりは区画も

それに合わせた事業施工計画を持っていくように

というのをさきの議会でも申し上げたんですが、

それで、この予算の計上、来年に向けてそういう

温泉施設をつくるという基本設計・実施設計とい

うのは、この補正のこの部分ですかね。例えば、

確認ですが、この事業費の、これがそういうふう

に理解しておけばいいんですかね。 

○上水道課長（福山清和）一応、この前、補正

でお願いしました７回の段階で、繰り越しの委託

料２，０００万円と工事のアゼロ湯の撤去工事の

工事請負費１，３００万円をお願いして許可いた
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だいたわけですが、現在、温泉場の実施設計に関

係することですけれども、建築住宅のほうと協議

して、今、進めて、執行委託をお願いしているわ

けですが、年度内に一応契約ができるような形で

今進んでおります。 

 以上でございます。 

○委員（上野一誠）わかりました。 

 多分、この中だろうと思って、少し確認でした。 

 いろいろこれまで地域と語り合ってきたいろん

なそういう背景もありますので、でも所管課とし

て建築住宅課のほうには十分委託をされるときに

は御意見をつけて努力をお願いしたいと。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第７４号 平成２５年度薩摩川内市

水道事業会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第７４号平

成２５年度薩摩川内市水道事業会計予算を議題と

いたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）別冊となっており

ます水道事業会計予算書を御準備いただきたいと

思います。 

 議案第７４号平成２５年度薩摩川内市水道事業

会計予算について御説明をいたします。 

 予算の内容について主なものを説明いたします

ので、予算書の２３ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出について説明をいた

します。 

 １年間の事業活動に伴う収益と費用について予

算措置をしたものでございます。 

 まず、収入におきまして、１款水道事業収益、

１項１目給水収益１２億４，３３６万円は、１節

水道料金及び２節給水負担金でございます。 

 ３目その他営業収益５，２５５万７，０００円

は、給水工事審査にかかわる審査手数料、消火栓

維持経費にかかわる一般会計負担金及び工事負担

金でございます。 

 続きまして、２項３目他会計補助金２５７万

１，０００円は、企業債利子償還にかかわる一般

会計からの補助金。 

 ５目雑収益１，３５７万１，０００円は、取り

かえメーター受け入れ額、それから原子力立地給

付金でございます。 

 以 上 、 収 入 合 計 １ ３ 億 １ ， ２ ５ １ 万

９，０００円でございます。 

 続きまして、２４ページになります。支出につ

いて説明いたします。 

 １款水道事業費用、１項１目原水及び浄水費

２億８４万９，０００円は、浄水場及び各水源地

の維持管理に要する費用で、主なものは、丸山浄

水場の運転管理等の委託料、各水源地等の動力費、

それから川内川取水管理組合負担金等でございま

す。 

 ２ 目 配 水 及 び 給 水 費 ２ 億 ４ ， ９ １ ５ 万

４，０００円は、配水施設等の維持管理に要する

経費で、職員１０人の人件費、サービスセンター

業務にかかわる委託料、メーター取りかえ、漏水

修理にかかわる修繕費等でございます。 

 次の２５ページをお願いします。 

 ４目総係費１億７，５６９万１，０００円は、

水道料金検針業務にかかわる費用及びその他の管

理経費で、主なものは、収納業務嘱託員等６人、

上下水道運営審議会委員報酬、職員１０人分の人

件費、検針業務委託等でございます。 

 ２６ページになります。 

 ５目減価償却５億６４７万６，０００円は、建

物・配水管等の構築物等の減価償却費でございま

す。 

 次が２７ページになります。 

 ６目資産減耗費１，８０１万円は、配水管布設

替工事等による固定資産の除却費等でございます。 

 ２ 項 １ 目 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費

９，３２６万９，０００円は、企業債の利息。 
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 ４目消費税及び地方消費税１，６５８万

１，０００円は、消費税の納税額。 

 ３ 項 ３ 目 過 年 度 損 益 修 正 損 ６ １ ３ 万

６，０００円は、回収不能となった過年度の水道

料金の不納欠損等でございます。 

 最後に、４項１目予備費として１６０万円を措

置をしております。 

 以 上 、 収 入 合 計 １ ３ 億 １ ， ２ ５ １ 万

９，０００円、支出合計１２億６，７７８万

６，０００円となり、平成２５年度の当初予算

ベースで１，８０７万６，０００円の純利益を見

込んでいるところでございます。 

 続きまして、２８ページになります。 

 投資的経費にかかわる資本的収入及び支出につ

いて説明をいたします。 

 まず収入について、１款資本的収入、１項１目

企業債２億３，３３０万円を措置しております。

これは、老朽管更新事業にかかわる企業債でござ

います。 

 ２ 項 １ 目 他 会 計 出 資 金 １ ， ３ ８ ６ 万

７，０００円は、企業債元金償還にかかわる一般

会計からの出資でございます。 

 ３項１目工事負担金７，３１５万１，０００円

は、県道・市道等道路改良等に伴う工事負担金等

でございます。 

 ２９ページをお開きください。支出について説

明をいたします。 

 １ 款 資 本 的 支 出 、 １ 項 １ 目 改 良 費 ５ 億

９，０５３万６，０００円は、改良工事にかかわ

る職員２人の人件費、設計業務委託料、本年度実

施する各地域の工事請負費が主なものでございま

す。 

 建設工事の内容につきましては、後ほど上水道

課長が説明をいたします。 

 ３目固定資産購入費１，８８３万１，０００円

は、土地購入費、水中ポンプ購入費、公用車購入

等が主なものでございます。 

 ２項１目企業債償還金は、３億８，１１７万

６，０００円を予算措置しております。 

 以 上 、 資 本 的 収 入 ３ 億 ２ ， ０ ３ １ 万

８，０００円、資本的支出合計９億９，１７４万

５，０００円となり、収入支出差し引き６億

７，１４２万７，０００円の財源不足となります

が、２ページ、予算第４条で定めております減債

積立金過年度分損益勘定留保資金等の財源で補填

するものでございます。 

 以上で私の説明を終わりますが、引き続き建設

改良の主な事業について上水道課長が説明をいた

します。 

○上水道課長（福山清和）上水道課の執行につ

いての説明を、当初予算の資料と委員会資料、こ

の二つを準備いただきたいと思います。 

 それでは、引き続き水道事業の改良事業の主要

事業を説明いたしますので、別冊となっておりま

す青い２５年度水道局当初予算資料の１ページを

お開きください。 

 川内・樋脇・東郷の事業地域別に説明いたしま

す。 

 まず、川内地域につきましては、配水管布設替

等設計業務委託は、次年度に予定しております配

水管布設替工事の設計を行うもので、工事の早期

発注を図るために、前年度に設計を行うもの。 

 配水管布設替工事（耐震管）ですが、基幹配水

管路の老朽管更新に伴い、耐震管へ布設がえを行

うもので、２５年度は市道桜井矢立線を延長で

３７５メートルの布設がえ予定をしております。 

 配水管布設替工事は、県道山崎川内線ほか５路

線、延長１，３７０メートルの布設がえを行うこ

ととしております。 

 丸山浄水場脱水設備工事１期分ですが、丸山浄

水場で発生する浄水汚泥の処理を、現在、天日乾

燥で行っておりますけれども、天候に左右される

ため十分な乾燥時間がとれずに、浄水工程に悪影

響を及ぼしているため、苦慮している状況であり

ます。 

 そこで、現状を改善するため、発生汚泥の大半

を機械による強制脱水をするため、２年間で整備

しようとするもので、２５年度は、機械脱水設備

の設置に先立ち、脱水設備をおさめる建屋を建築

費用とするものであります。 

 配付してあります委員会資料で説明しますので、

１ページをお開きください。 

 機械脱水棟の設置位置ですが、図面左上の丸山

浄水場平面図で赤で記してあります場所で、現在

は汚泥の天日乾燥の一部です。 

 図面中央に赤線で囲んであります位置が脱水機

棟で、左側に赤の斜線で囲んだところが脱水汚泥

が一時保管されるケーキヤードとなります。 
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 図面の中に青の線で囲んだところの右側が汚泥

脱水機で、脱水汚泥はベルトコンベヤーで左側の

屋根がついたケーキヤードに運ばれ、これまでの

ようにクリーンセンターへ定期的に搬出すること

になります。 

 なお、機械脱水設備の設置工事については、

２６年度の予定であります。 

 負担金工事は、県道・市道の道路改良工事や土

地区画整理事業等に伴う水道管の移設工事に対応

したもの、材料支出工事は見込みで計上している

ものであります。 

 資料のほうですけれども、次の樋脇地域につき

ましては、配水管布設替工事等の設計業務委託は、

同じく次年度の工事に対応したもの。 

 市比野地区水源探査業務委託は、樋脇町で配水

系統の不具合が原因と思われる断水や水量・水圧

不足等が発生しており、市民生活に不便が生じて

いるため、２４年度に配水系統の調査を実施し、

判明した市比野地区の水量・水圧不足を補うため

には、新たな水源調査を行って、抜本的に問題解

決するためのものであります。 

 配水管布設替工事は、市道村子田鹿子田線ほか

１路線、延長１，４３０メートルの布設がえを行

うこととしております。 

 配水管布設替整備工事として、県道川内加治木

線、延長３４０メートルを予定しています。 

 負担金工事は、道路改良工事に対応したもの、

材料支出工事は見込みで計上しております。 

 入来地域につきましては、配水管布設替等設計

業務委託は、同じく次年度の工事に対応したもの。 

 配水管布設替工事は、市道高校線ほか３路線に

ついて、延長１，８４０メートルの配水管の布設

がえを行うもの。 

 紫外線照射設備工事は、盛水水源地に紫外線照

射設備を整備するものであります。 

 委員会資料で説明しますので、資料の２ページ

をお開きください。 

 右上の位置図で、入来支所等の位置環境を表示

しておりますけれども、日の丸交差点から山側に

入り込んだところが盛水水源地であります。 

 図面に青色で書いてあるのが現在の水道施設で、

赤線で書いてあるのが、今回予定している紫外線

照射設備に関連する建屋やポンプ設備等でありま

す。 

 現在も、安全・安心で正常な水道水を供給して

おりますが、今後、水道の原水にクリプトスポリ

ジウムなどの塩素消毒に耐性を持つ病原性原虫等

が含まれるようになった場合、原虫は卵の殻のよ

うに守られて、塩素消毒のみでは生きている場合

もあるため、市民により安全・安心な水道水を供

給するため、病原性原虫、細菌やウイルス等を不

活性化する紫外線照射設備を設置するものであり

ます。 

 右下に、参考例として、装置の概略図を表示し

ましたので、ごらんください。 

 図のように、原水が下から上に流れるときに、

ガラス管の中の中心にある紫外線ランプから強い

紫外線が照射されますが、その結果、原虫やウイ

ルス等の遺伝子が破壊されて不活性化するために、

人体に悪影響を及ぼさなくなる装置であります。 

 紫外線照射設備は、２３年度に樋脇の中央水源

地に設置しておりますので、２カ所目となります。 

 負担金工事は、入来区画整理事業に対応したも

の、材料支出工事は見込みで計上。 

 東郷地域につきましては、配水管布設替等設計

業務委託は、同じく次年度の工事に対応したもの。 

 配水管布設替工事は、県道東郷山田宮之城線ほ

か３路線について、延長１，２５０メートルの老

朽管の布設がえを行うものであります。 

 負担金工事は、道路改良工事に対応したもの、

材料支出工事は見込みで計上です。 

 木場茶屋簡易水道事業の事業統合関係について、

内容について説明いたしますので、資料の３ペー

ジをお開きください。 

 図面右側中央に青の線で表示しております百次

水源地と木場茶屋水源地を結ぶ連絡管工事は、

２４年度完了いたしました。 

 現在、木場茶屋簡易水道の上水道への事業統合

は、２４年９月議会に提案し、議決をいただきま

したので、国に対して変更認可申請の手続を行っ

ており、国の承認後の平成２５年４月から上水道

への事業統合をすることとしております。 

 緑の線で表示してあります２５年度の配水管布

設工事につきましては、水道ビジョンに基づく事

業統合によって、これまで簡易水道事業と水道事

業との境界距離を確保するために水道が引けなか

った谷間の区域が、今回、上水道区域に取り込ま

れることになります。 
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 そのため、これまで未給水区域であった区域な

どの解消のため、新たに配水管を布設する工事で

あり、３路線で総延長２，２９５メートルを布設

する予定であります。 

 加圧施設は、水道水を高台に送るための増圧ポ

ンプを設置する工事、水源地改修工事は、百次か

らの連絡管を受け入れるために、木場茶屋水源地

の施設改修工事を行うものであります。 

 配水管切りかえ工事は、百次から整備済みの連

絡管の最終端部を木場茶屋の水道施設に切りかえ

る予定であります。 

 これは、事業認可をもらってからでないと水を

切りかえられませんので、そのときに行うという

ことで、今現在は、管は設置してありますが、水

は利用できない状態になっております。 

 連絡管布設箇所の舗装補修工事は、配水管布設

替箇所等の現舗装が老朽化して傷んでいるため、

水道管布設工事が完了した後にアスファルト舗装

の工事を行うものであります。 

 なお、それぞれの工事は、２５年度中には終え

る予定であります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第７５号 平成２５年度薩摩川内市

工業用水道事業会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第７５号平

成２５年度薩摩川内市工業用水道事業会計予算を

議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）同じく、別冊とな

っております平成２５年度薩摩川内市工業用水道

事業会計予算書を御準備いただきたいと思います。 

 議案第７５号平成２５年度薩摩川内市工業用水

道事業会計予算について説明をいたします。 

 予算の内容について主なものを説明いたします

ので、予算書の１９ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出のうち収入について説明を

いたします。 

 １款１項１目給水収益は、企業の事業規模縮小

により、対前年度比１，３７９万７，０００円減

の２，０６９万５，０００円計上をしております。

また、収入合計でも、対前年度比１，４６０万円

減というふうになっております。 

 次の２０ページをお開きください。 

 支出について説明をいたします。 

 １款工業用水道事業費用、１項１目原水及び浄

水費１，２３５万８，０００円は、電気設備保安

管理業務等の委託料、取水・浄水設備等の修繕費、

動力等でございます。 

 ４目総経費１２３万３，０００円は、事業全般

に要する管理費用でございます。 

 ５目減価償却費２８８万１，０００円は、建

物・構築物等の減価償却費でございます。 

 ２１ページになります。 

 ２項４目消費税及び地方消費税は、２９万

６，０００円でございます。 

 最後に、予備費として２０万円を計上しており

ます。 

 以上、支出合計１，６９６万８，０００円とな

り、平成２５年度当初予算ベースで３８２万

６，０００円の純利益を見込んでおります。 

 なお、資本的収支の予算につきましては、企業

が撤退するということから、本年度は予算措置を

していないところでございます。 

 以上で、工業用水道事業会計の予算の説明を終

わります。よろしく御審議いただきますようお願

いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）長年、富士通という一つの
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地域の核であったんですけれども、これをやると

きには、旧入来町時代につくったんですけれども、

企業が１億円寄附をして、それを充てた背景があ

ります。 

 単価は、これは通産省だったんですかね、当時、

大分高く設定をしてもらっていて、非常に会計上

はプラス分というのがあったんですけれども、そ

れで今後の一つのこの施設のあり方も当然考えて

いかなければいけないのかなというふうに思いま

すけれども、跡地利用もどうなるか、まだ現時点

では方向性も見えていませんので、この取り扱い

というのは、工業用水ですので、跡地、それにか

わるようなものが入ってくれば、また生かせるん

ですけれども、この施設の取り扱いというのは、

どんなふうに今後、動向が見えないので、質問、

こういうのもおかしいかもわからんけれども、い

かが取り扱えるか。あるいは、これは飲料水とし

ては生かしていくことができるかどうか、そこも

含めて何かお考えがあったら教えてください。 

○水道局長（岩下満志）今の上野委員のお尋ね

でございますけれども、当然、今まで富士通さん

の入来とのかかわり、そういった中で、当然、施

設は整備された経緯がございます。ですから、こ

の施設については大事に使いたいという考え方で

す。 

 ですから、会社等のお話の中で土地の処分、い

ろんな処分がございますが、会社としては、会社

のあくまでの方針ですけれども、土地と建物一体

的に、水も含めて処分できたらありがたいという

ような考え方も持っていらっしゃいます。 

 ですから、市としては、今後、企業誘致も視野

に入れながら、そういった活用ができないかとい

うことをまず１番に置いた上で、それを１番に置

いた上で、ほかの施設の今後の施設の管理のあり

方を検討していく必要があるんじゃないかと思っ

ております。 

 当然、ある施設でございますので、大事に使え

れば使っていきたいという思いがあるということ

で、今、関係課とは話をしているところでござい

ます。 

 残る水のことでございますけれども、今の現時

点では、入来地域ですが、水量については、ほか

の施設で十分賄えるような状況でございますので、

それを単純に申し上げると、水に使うということ

は今のところ必要ないんじゃないかということで

考えておりますので、できたら工業用水というこ

とで使える方法を考えていくのが一番じゃないか

という思いで今いるところでございます。 

○委員（上野一誠）ありがとうございました。 

 おっしゃるとおり、あの施設も多額のやっぱり

お金をかけていますので、企業が撤退して、もう

いわば管理が、草ぼうぼうになったり、向こうが

見えない形じゃいかんので、やっぱりいつでも使

えるような、やっぱりそういう維持管理もぜひし

ていただきたいというふうに思いますので、局長

言われるように、大事に扱って、今後、有効に使

えるような方向に行けることをぜひ望んでいきた

いと思います。そのことはよろしくお願いします。 

○委員長（福田俊一郎）意見・要望であります。 

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第５９号平

成２５年度薩摩川内市一般会計予算を議題といた

します。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

５９号平成２５年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、水道管理課分について御説明いたします。 

 同じく、予算調書で御説明いたしますので、

２５８ページをお開きください。上の表になりま

す。 

 ４款３項１目水道費、事項、簡易水道事業費
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２億１，４３７万５，０００円は、説明欄に記載

のとおり、簡易水道事業特別会計への繰出金でご

ざいます。 

 繰出金の内訳は、繰出基準として、建設改良事

業費の１０分の１及び起債の元利償還金の２分の

１相当額を繰り出すほか、財政援助分を繰り出す

ものでございます。 

 次の表になります。 

 同 じ く 、 同 目 、 事 項 、 温 泉 給 湯 事 業 費

１，３３１万７，０００円は、温泉給湯事業特別

会計への財政援助の繰り出しでございます。 

 次に、２５９ページになります。 

 １３款２項１目公営企業費、事項、水道事業費

２，９５９万４，０００円は、右の欄のとおり、

水道事業会計への負担金、補助金、出資金でござ

います。 

 以上で、一般会計予算のうち水道管理課分の説

明を終わります。よろしく御審議いただきますよ

うお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（小田原勇次郎）済みません、先ほど水

道事業のところで聞き忘れたものですから、今回、

この一般会計から繰り出しが入っているので、ち

ょっと関連ということで、１点教えてください。 

 水道事業会計も、補助金・負担金等を出して一

般会計から出しているんですが、水道事業本体も

給水量が減ってというような状況で、やはりこれ

は公営企業なので、収益を上げていかなければい

けないという観点に立って、今後、一般会計から

出す予算に関連してということで質問させてくだ

さい。済みません、水道事業本体部分も、今後、

収益を上げるための方策という部分を将来的な展

望としてどのようにお考えかをちょっとお聞かせ

願いたいんですが。 

○水道管理課長（元石功一）今、委員おっしゃ

ったとおり、給水収益が年々伸びる状況ではござ

いません。横ばい、あるいは微少の減というふう

に考えております。 

 水道事業の経営は、水道料金で経営するという

ふうにしておりますが、水道ビジョンで平成

２８年度に本土地域を全て水道事業に事業統合し

ますよといったことで、本土地域は全て水道事業

となります。 

 そこで、簡易水道を水道事業に統合するんです

が、本土地域が持っている簡易水道が持っている

負債の部分、いわゆる起債の残高、そういったあ

たりを今後どういうふうにするのか、水道事業で

丸々面倒を見るのか、あるいはそれについては一

般会計で少しお願いするのか、そういったことに

ついて、今後、財政当局と御相談をしながら統合

を進めていきます。 

 統合する中で、当然、簡易水道不採算地域が大

分ございますので、それについて料金を今度どう

するのかと。事業統合した後の経営の推移を見な

がら、そういった料金改定も視野に入れながら、

事業統合に向けて今後進めていきたいというふう

に考えております。 

 給水人口が伸びる、あるいは給水戸数が伸びる

というのは余り見えておりませんので、あとは水

道事業の中で企業努力、経費節減といったことで、

水道事業が安定的に経営できるよう努力したいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋口博文）簡易水道のところでさっき

言えばよかったんですけれども、西方の工事

７４０メートルだったか、立派に仕上げていただ

いて、要望のあった舗装の件もしていただいて、

大変ありがとうございました。 

 ちょっと聞いてみたいのですけれども、水源地

が早馬神社の前にあるんですよね、田んぼの中に。

あれはまだ使われるわけですか、将来ずっと。そ

の見込みを。 

○上水道課長（福山清和）今、水源地は使うか

ということですけれども、両方とも使う予定にし

ています。 

 現在の第１のところについて、今度新たにしま

した第２から第１のところに持ってきて、そこか

らちょうど分岐のところから並行でお互いに入っ

ていく形でチーズで取り出して、水源地のほうに

持ってくる形になっております。 

○委員（橋口博文）わかりました。 

 ところが、要らないとなれば、もう廃止しても

らえば、いわゆる田んぼを耕作する人が、管理し

やすいということで、まだ上のほうへ新しい水源

地を確保したが、あれは要るのかなと聞いてくれ

ということだったものですから、そういうことで
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聞いてみました。わかりました。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第５９号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

○水道局長（岩下満志）今回、上水道課・管理

課につきましては、報告はございません。 

○委員長（福田俊一郎）これより、所管事務に

関して質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）墓地の水道の件は、ここ

でいいんですか。 

 済みません、墓地の水道管理等についての、も

うちょっとですよね、来年度ぐらいからですかね、

ちょうど確立するというのは。 

 今、皆さん、各墓地の水道がどういう状況にな

っているのか。皆さん、ここの受益者等を含めて、

数十名おられる方、いろいろあるんですけれども、

その経緯を教えていただけませんか。 

○水道管理課長（元石功一）旧祁答院町におきま

して、そういった墓地とか、自治会とか、そうい

ったところの水道料金が無料といいますか、メー

ターがついていないとか、そういったことがござ

いました。 

 平成２３年４月に薩摩川内市全地域水道料金を

統一をいたしました。それに合わせて、そういっ

た墓地の管理者、あるいは自治会の管理者方にお

願いをいたしまして、ここの墓地の管理者はどな

たになっていますか、代表者を誰にしたらよろし

いですかといったことで調査をいたしまして、今

は全て水道メーターを取りつけて、そして料金を

いただいていると、そういった状況になっており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（大田黒 博）そこで、各墓地等でトラ

ブルがあったり、滞納関係、あるいはそういうも

のは聞いておりませんか。 

○水道管理課長（元石功一）水道のそういった

トラブルについては、伺っておりません。 

 それと、あと滞納については、ちょっとまだこ

こ２３年４月からでしたので、ちょっとその辺は

まだ気づいておりません。 

以上でございます。 

○委員（大田黒 博）もう最後ですけれども、

各墓地等の管理の何か一覧表があったら提示をい

ただけませんか。お願いなんですが。 

○水道管理課長（元石功一）その墓地が墓地と

いうことで全部何かまとめて抽出できたらよろし

いんですけれども、なかなか一個ずつ抽出という

ことになりますので、どこの墓地、どこの墓地と

いうのがわかれば、今、管理人は誰がされていま

すという、そういったことはわかると思います。 

○委員（大田黒 博）そのメーターをつけて、

どこどこのまちという名前がありますよね。その

墓地においては、これだけのメーターですし、個

人的な扱い、団体的な扱い、各自治体の、その扱

いになるんですか。多いところは、それなりの責

任者、墓地の管理者、あるいは代表者、管理者が

変わっていく可能性もありますけれども、その辺

は全然把握されていないわけですね。 

○水道管理課長（元石功一）最初、調査したと

きのお名前を今いただいておりますので、そこの

代表者がお変わりになれば、また電話で届け出を

していただければ、うちのほうも名義をそういう

ふうに変えていきたいというふうには考えており

ます。 

○委員（大田黒 博）そこは別に余り重要じゃ

ないと、その名前で変更があっても、届け出がな

ければ、それでもうずっと問題なくやっていける

ということですかね。 

○水道管理課長（元石功一）届け出がなくて、

変わったときに、そういった水道の使用料の通知

をいたします。通知をしたときに、変わっていら

っしゃれば、もう私じゃありませんよとか、そう

いった何がしかの連絡が来ると思います。 

 そういったことで、名義変更がされていないと

ころは、そういったことでわかるんじゃないかな

というふうには考えています。 

○委員長（福田俊一郎）ほかはございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、水道管理課・上水道課を終わります。 

 御苦労さまでした。 
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────────────── 

   △下水道課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、下水道課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第５８号 薩摩川内市公共下水道及

び都市下水路の構造の技術上の基準等に関

する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

５８号薩摩川内市公共下水道及び都市下水路の構

造の技術上の基準等に関する条例の制定について

を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）下水道課です。よろ

しくお願いします。 

 それでは、議案第５８号薩摩川内市公共下水道

及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する

条例の制定について御説明いたします。 

 議案つづりその２の５８－１ページをお願いい

たします。 

 提案の理由につきましては、さきの本会議にお

いて説明しておりますので、省略させていただき

ます。 

 条例制定の趣旨及び内容等について御説明いた

しますので、別冊となっております議会資料の水

道局の２ページをお願いいたします。 

 それでは、まず今回の条例制定の趣旨でありま

すが、地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律、いわゆる地域主権第２次一括法の公布による

下水道法の一部改正に伴い、公共下水道及び都市

下水路の構造の技術上の基準関して新たに条例を

定めるものであります。 

 次に、条例制定の内容でありますが、これまで

法令において全国一律となっておりました公共下

水道及び都市下水路の構造の技術上の基準並びに

終末処理場及び都市下水路の維持管理に関する基

準について、水処理施設及び雨水吐に関するもの

を除き政令を参酌して、地方公共団体の条例で制

定する旨の改正がなされたことにより、排水管の

内径及び排水渠の断面積、流下する下水の水勢に

より損傷するおそれのある部分、暗渠、その他の

地下に設ける部分、ますまたはマンホール、汚泥

処理施設等に基準を設けたものであります。 

 恐れ入りますが、再度、議案つづりその２に戻

っていただきまして、５８－２ページをお願いい

たします。 

 新たに制定する条例でありますが、第１条は条

例制定の趣旨であり、先ほど御説明いたしました

とおりであります。 

 第３条が、排水施設及び処理施設に共通する構

造の技術上の基準になります。 

 第４条が、排水施設の構造の基準、次のページ

の第５条が、処理施設の構造の基準、第７条が、

終末処理場の維持管理に関する基準になります。 

 第８条は、都市下水路の構造上の基準、次の

ページになります第９条は、都市下水路の維持管

理に関する基準になります。 

 ５８－５ページから５８－７ページは、参考と

して、本条例の施行に関し必要な事項を定めた施

行規則になりますので、御参照いただきたいと思

います。 

 なお、本条例の施行につきましては、平成

２５年４月１日施行としております。 

 以上で、議案第５８号の説明を終わります。よ

ろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）この制度ができて、構造上

の技術上の基準というのが示されて、今までやっ

てきたのと何が違うんですか。 

○下水道課長（須田徳二）今までは、法令で制

定された部分でございました。今回は、地域の実

情に合わせたものにできるということで、条例で

定めることができるということで法律が改正され

ましたので、本来なら本市の特殊な実情等があれ

ば、そういったものをもとに条例を作成すること

ができるんですけれども、今回の制定につきまし

ては、法令で定めているものをそのまま条例に定

めたもので、何ら変更等にはなっておりません。 

○水道局長（岩下満志）今、課長が説明が申し

上げたとおり、この条例制定につきましては、全

国自治体で同じような形で同じような作業をやっ

ているというのがほとんどということで御理解を

いただければと思います。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 
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 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △水道局長の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）次に、当初予算の審査

に入ります。 

 まず、水道局長に概要説明を求めます。 

○水道局長（岩下満志）それでは、下水道課の

分について説明をさせていただきたいと思います。 

 下水道課一般会計、四つの特別会計がございま

すけれども、それぞれ一括して御説明させていた

だきたいと思います。 

 当初予算概要を御準備いただきまして、その

１ページを御参照いただきたいと思います。 

 １ページ、中ほどにございますけれども、第２、

各会計別歳入歳出予算額表を御参照をいただきた

いと思います。 

 四角の括弧書きの中に記載してございますけれ

ども、特別会計につきましては、公共下水道事業、

農業集落排水事業、漁業集落排水事業、浄化槽事

業の４特別会計でございます。 

 予算総額については、それぞれ記載のとおりで

ございますので、ごらんをいただければと思いま

す。 

 事業の詳細内容につきましては、後ほど課長の

ほうから御説明をさせていただきたいと思います。 

 次に、事業ごとに主な施策について御説明いた

しますので、先ほどごらんいただきました予算概

要の１２８ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 中ほどの表でございますけれども、公共下水道

等接続推進事業でございますけれども、新規事業

としてお願いをしてございます。 

 公共下水道につきましては、なかなか接続率が

伸びないという現状がございます。その接続推進

のための一つの施策として、今回、お願いをして

おります。 

 概要にありますとおり、下水道整備区域内で市

からの補助金を受けずに合併浄化槽を整備された

方で下水道へ切りかえをしていただく、そういっ

た方を対象に補助金を交付、接続率向上の一つの

施策として、今回、お願いをしております。３年

間の期限をつけた補助としてお願いしをしている

ところでございます。 

 次の小型合併処理浄化槽整備事業でございます

けれども、生活排水対策といたしまして、引き続

き記載のとおり、本土地域・甑地域、国・県の補

助を活用し、単独からの上乗せ基数を除きまして、

昨年と同数の４７５基を補助対象として事業実施、

全国平均や県の平均を下回っております本市の生

活環境の改善や公共用水域の水質改善に努めたい

という考えでございます。 

 １２９ページ上段の表でございますけれども、

川内地区の公共下水道整備事業につきましては、

平佐地区８８ヘクタールの認可区域内については、

主要な管路について、平成２４年度を最終年度と

して整備は完了しておりますけれども、区域内の

私道につきましては、未整備の区域がありますの

で、それらについて関係地権者の同意を得られた

部分について整備を進めていく考えでございます。 

 川内地域の公共下水道整備につきましては、区

域の縮小・見直しについて、１２月の議会の当委

員会で所管事務として報告させていただきました

けれども、その後、諮問機関であります上下水道

事業運営審議会、庁内会議等の説明などを通しま

して、縮小・見直し区域について一定の理解をい

ただきましたので、本委員会でも所管事務の報告

事項として説明をさせていただきたいと考えてお

りますのでよろしくお願いいたします。 

 また、接続率を向上させるための対策の一つと

いたしまして、今回、今申し上げた新規の接続支

援補助金に加えまして、他の支援策につきまして

も平成２５年度は検討していきたいと考えており

ますので、あわせてよろしくお願いを申し上げた

いと思っております。 

 次の表は、上甑地区の公共下水道施設管理事業

でございますけれども、上甑の中甑・中野地区の

下水道施設がございますけれども、その施設の延

命化を図るために、国の補助金を活用し、施設の
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現状調査を行い、今後の更新計画を策定しようと

するものでございます。 

 次に、下水道課で一般会計のうち、それぞれの

項目で説明を加えさせていただきますけれども、

予算に関する説明書では、８６ページ以降、４款

衛生費、２項各予算書の予算費目に含まれており

ますので、その内容については、課長のほうで説

明をそれぞれの段階で加えさせていただきたいと

思います。 

 あわせて、それぞれ内容につきまして課長に説

明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

────────────── 

△議案第６２号 平成２５年度薩摩川内市

公共下水道事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

６２号平成２５年度薩摩川内市公共下水道事業特

別会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

６２号平成２５年度薩摩川内市公共下水道事業特

別会計予算について御説明いたします。 

 提案の内容につきましては、さきの本会議にお

いて説明しておりますので、省略させていただき

ます。 

 それでは、歳出から御説明いたしますので、別

冊となっております予算調書の２７８ページをお

願いします。 

 １款１項１目、事項、公共下水道管理費は、川

内地域の公共下水道施設及び上甑地域の特定環境

保全公共下水道施設の維持管理等に係る経費１億

９５万３，０００円であります。 

 経費の主なものは、右の欄に記載してあります

とおり、川内処理区の宮里浄化センター等に係る

処理施設機械設備等修繕及び包括的維持管理業務

委託等に係る経費のほか、川内処理区の雨水対策

として、集中豪雨時の市街地の浸水を防止するた

め、市役所横の向田ポンプ場の光熱水費、維持補

修費及び運転管理業務委託等に係る経費でありま

す。 

上甑処理区におきましては、中甑・中野浄化セ

ンター等に係ります処理施設機械設備等修繕及び、

包括的維持管理業務委託等に係る経費であります。 

また、先ほど局長から説明がありましたとおり、

国庫補助事業により中甑・中野浄化センター等の

施設の延命化を図るための長寿命化計画書の作成

業務委託も実施することとしております。 

 次に、下の段の２款１項１項目、事項、公共下

水道整備費は、川内地域の公共下水道施設整備に

係る経費３，４８１万８，０００円であります。 

 経費の主なものは、職員の人件費と平佐地区の

私道路内の汚水枝線管渠築造工事等及び当該工事

に係る水道管及びガス管の移設補償費等に係る経

費であります。 

 ここで、別冊となっております建設水道委員会

資料（水道局）の４ページをお開きください。 

 図面の赤の表示が、私道路のうち汚水管渠がま

だ整備されていない路線で、全体で５４路線あり、

総延長は２，４００メートル、工事費は概算で

９，６００万円であります。 

 本年度は、工事請負費２，０００万円を計上し

ており、関係者からの申請があったものについて、

随時、整備していくこととしております。 

 なお、当該区域につきましては、平成２４年度

事業において、当該私道路以外の整備は完了いた

します。 

 それでは、予算調書に戻っていただき、

２７９ページをお願いします。 

 ３款１項１目長期債償還元金２億１，７４８万

５，０００円及び下段の同項２目長期債償還利子

１億１８８万４，０００円は、施設整備時に借り

入れました長期債償還元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき、２７６ページをお願い

いたします。 

 歳入の主なものは、１款２項１目公共下水道事

業負担金川内地域分１，０６０万円で、川内地域

の公共下水道事業受益者負担金１２５件と公共下

水道区域外から公共下水道に接続される際の公共

下水道事業使用者協力金１件分であります。 

 ２款１項１目公共下水道施設使用料１億

２４８万４，０００円は、川内地域及び上甑地域

の公共下水道施設使用料が主なものであります。 

 ３款１項１目公共下水道事業費補助金４９５万

円は、先ほど歳出で御説明しましたとおり、上甑

地域の特定環境保全公共下水道事業に係る中甑・

中野浄化センター等の長寿命化計画書作成に係る

国庫補助金で、補助率は事業費の１０分の５であ
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ります。 

 ４款１項１目一般会計繰入金３億２，４７７万

８，０００円は、歳出に対応して措置する一般会

計からの繰入金であります。 

 次の２７７ページになります。 

 ７款１項１目公共下水道事業債１，１３０万円

は、整備費に対応して措置するものであります。 

 それでは、各会計予算書予算に関する説明書の

２１１ページをお願いいたします。 

 第２表地方債につきましては、公共下水道事業

に係る地方債の限度額を１，１３０万円とするも

のであります。 

 なお、起債の方法、利率、償還方法につきまし

ては、表記載のとおりであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）まだ議案が続きますの

で、ここで休憩をいたします。 

 再開はおおむね１時ということで、よろしくお

願いいたします。 

～～～～～～～～～～     

午前１１時５２分休憩     

～～～～～～～～～～     

午後 １時   開議     

～～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 先ほど当局の説明は終わりました。これより、

質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員がおいででありますので、委

員外議員の質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第６３号 平成２５年度薩摩川内市

農業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第６３号平

成２５年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計

予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

６３号平成２５年度薩摩川内市農業集落排水事業

特別会計予算について御説明いたします。 

 提案の内容につきましては、さきの本会議にお

いて説明しておりますので、省略させていただき

ます。 

 それでは、歳出から御説明いたしますので、別

冊となっております予算調書の２８２ページをお

願いします。 

 １款１項１目、事項、農業集落排水管理費は、

川内地域の城上処理区を含む５処理区の農業集落

排水施設に係る維持管理経費３，９６６０万

３，０００円であります。 

 経費の主なものにつきましては、右の欄に記載

してありますとおり、川内地域の城上処理区、入

来地域の大馬越処理区、同じく入来地域の入来中

部処理区、祁答院地域の祁答院中央処理区及び里

地域の里処理区の処理施設等に係ります光熱水費

と維持管理業務委託等に係る経費であります。 

 次に、下の段の３款１項１目長期債償還元金

１ 億 ３ ， ６ ２ ２ 万 ７ ， ０ ０ ０ 円 と 、 次 の

２８３ページになります同項２目長期債償還利子

３，０１４万円は、施設整備時に借り入れました

長期債償還元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき、２８０ページをお開き

ください。 

 歳入の主なものは、２款１項１目農業集落排水

施設使用料４，４８２万２，０００円で、川内地

域の城上処理区、入来地域の入来中部処理区、同

じく入来地域の大馬越処理区、祁答院地域の祁答

院中央処理区及び里地域の里処理区の施設使用料

であります。 

 次に、２８１ページをお願いします。 
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 ４款１項１目一般会計繰入金１億６，１０５万

３，０００円は、歳出に対応して措置する一般会

計からの繰入金であります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（持原秀行）２８２ページの経費の主な

内容の中で、城上から里まで５カ所あって、施設

の規模による差というのがあるんですかね。そこ

らあたりをちょっと教えてください。 

○下水道課長（須田徳二）今、委員御指摘のと

おり、施設の規模による点検内容、点検回数、そ

れにそれぞれ中継マンホールポンプ等もございま

して、それらの点検する項目によりまして、委託

費等がこういった形でそれぞれ経費がかかってい

るという格好になります。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 ほかはございませんか。 

○委員（大田黒 博）済みません、この５地区

の加入率を教えていただけませんでしょうか。 

○下水道課長（須田徳二）平成２４年１２月末

現在で、城上処理区が９０．２％、入来中部地区

が５７．７％、入来の大馬越処理区が６５．９％、

祁答院中央地区が１０８．３％、これにつきまし

ては、計画戸数に対して今の接続率、新たに計画

するときにはなかったところが来たということで、

１００％を超えている状況になっております。あ

と、里処理区が９６．６％であります。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）ありがとうございます。 

 この祁答院においては、まだやっていないとこ

ろがありますよね、その地域で。それは何戸数ぐ

らいですか。 

 この１０８という意味が、逆に、目標に置いて、

新しい居住者に対して戸数で超えたという意味じ

ゃないですか。入っていない方があの地域に少し

おられるんですが、その方々を何とか加入させよ

うとしたときに、今ちょっと経費がどのぐらいか

かったり、その方々を何とか加入の方向に導くと

きにどういう方法があるかというのを聞きたかっ

たんですけれども、１００何％と、もう超えたか

ら、その意味がちょっとわからないんですけれど

も。 

○下水道課長（須田徳二）今の１００％を超え

ているということにつきましては、この祁答院地

域が事業認可を受ける際にあった戸数ということ

で、それを新築、いろんな宅地造成等によって新

築建物ができた段階で、そういった計画戸数を超

えているというのが現状でございます。 

 今、大田黒委員のほうからありましたとおり、

この区域にあってまだ接続していない方もいらっ

しゃるということでございます。 

 ちょっと件数については把握しておりませんが、

そういった方につきましては、接続のお願いをし

ていくという形になると思います。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）私は祁答院の状況しかわ

からないんですけれども、入来あたりは５７％あ

たりで、この施設の持ってきた経緯を踏まえます

と、合併浄化槽を含めて、はるかにいいだろうと

いうことで持ってきている経緯があると思うんで

すよね。 

 かといって、そのときの個人負担の経費等が高

くなったということもあるでしょうけれども、そ

の辺を含めて、どうなんでしょうかね。その方向

性としてこういうものが継続される形としては仕

方がないとしても、合併浄化槽に加入できない

方々が、この予算等でもその処理をされています

よね、加入できない。そういう方々全体を含めて、

一つの方向性として、そういう環境といいますか、

それらも含めて、どういう考えをお持ちなのか、

お聞かせください。 

○下水道課長（須田徳二）接続推進の要するに

取り組みということであろうかと思います。 

 これにつきましては、今回、市長がマニフェス

トにもうたってありますとおり、接続推進を図っ

ていくと、接続率を向上させるということでのマ

ニフェストもあります。そういう中で、下水道課

としましても、どういった接続ができない理由が

あるのかとかというやつを、今、ちょうど向田地

区に入って、いろんな状況を今確認しながら、そ

の対策をどうとるべきかと。今ある支援措置、幾

つかあるんですけれども、そういった支援策が本

当に足りているのかどうかということも含めて検

討しているところでございます。 
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 その中で、今回、後でも説明いたしますけれど

も、そういった一つの方策として２５年度の予算

に後からお願いするんですけれども、そういった

のが出てきたと。 

 今後も、引き続きそういった取り組みをして、

原因を追求して、どうやったら接続していただけ

るのだろうかということを今後も引き続きやって

いくつもりでおります。 

 以上です。済みません。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第６４号 平成２５年度薩摩川内市

漁業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第６４号平

成２５年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計

予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

６４号平成２５年度薩摩川内市漁業集落排水事業

特別会計予算について御説明いたします。 

 それでは、歳出から御説明いたしますので、別

冊となっております予算調書の２８５ページをお

願いいたします。 

 １款１項１目、事項、漁業集落排水管理費は、

上甑地域の平良処理区を含む３処理区の漁業集落

排水施設の維持管理に係る経費１，６０７万

８，０００円であります。 

 経費の主なものは、右の欄に記載してあります

とおり、鹿児島県漁港漁場協会負担金のほか、上

甑地域の平良処理区、下甑地域の片野浦処理区、

同じく下甑地域の手打処理区の３処理区の光熱水

費、施設維持補修費及び処理施設維持管理業務委

託等に係る経費であります。 

 次に、下の段の３款１項１目、長期債償還元金

４，４８１万１，０００円と、次の２８６ページ

に な り ま す 。 同 項 ２ 目 長 期 債 償 還 利 子

１，０７８万１，０００円は、施設整備時に借り

入れました長期債償還元金及び利子であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき、２８４ページをお願い

いたします。 

 歳入の主なものは、１款１項１目漁業集落排水

事業分担金２５１万円で、上甑地域の平良処理区

及び下甑地域の手打処理区の分担金であります。 

 次に、２款１項１目漁業集落排水施設使用料

１，５３７万８，０００円は、上甑地域の平良処

理区、下甑地域の片野浦処理区、同じく下甑地域

の手打処理区の施設使用料であります。 

 次 に 、 ４ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金

５，１７８万５，０００円は、歳出に対応して措

置する一般会計からの繰入金であります。 

 次に、６款２項１目雑入１７５万円は、消費税

及び地方消費税の還付金を計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと
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決定いたしました。 

────────────── 

△議案第６５号 平成２５年度薩摩川内市

浄化槽事業特別会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第６５号平

成２５年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算を

議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

６５号平成２５年度薩摩川内市浄化槽事業特別会

計予算について御説明いたします。 

 歳出から御説明いたしますので、別冊となって

おります予算調書の２８８ページをお願いいたし

ます。 

 １款１項１目、事項、浄化槽管理費は、本市が

設置しております上甑地域の戸別合併処理浄化槽

の維持管理に係る経費１，０５９万３，０００円

であります。 

 経費の主なものは、浄化槽法に基づく検査手数

料及び浄化槽維持管理業務委託等に係る経費であ

ります。 

 次に、下の段の３款１項１目長期債償還元金

４４０万６，０００円と、次の２８９ページにな

り ま す 。 同 項 ２ 目 長 期 債 償 還 利 子 ９ ３ 万

１，０００円は、上甑に設置しております市町村

設置型小型合併処理浄化槽に係る長期債償還元金

及び利子であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき、２８７ページをお願い

いたします。 

 歳入の主なものは、２款１項１目浄化槽排水施

設使用料７３５万円と４款１項１目一般会計繰入

金８５４万５，０００円であります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

△議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第５９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

５９号平成２５年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、下水道課分について御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、別冊と

なっております予算調書の２６０ページをお願い

いたします。 

 ４款２項４目、事項、下水処理施設管理費は、

川内地域の永利処理区と鹿島地域の鹿島処理区の

地域下水道処理施設の維持管理に係る経費

１，４１５万９，０００円であります。 

 経費の主なものは、右の欄に記載してあります

とおり、川内地域の永利処理区及び鹿島地域の鹿

島処理区の施設の維持管理に係る光熱水費、施設

維持補修費及び維持管理業務委託費等に係る経費

であります。 

 次に、４款２項４目、事項、小型合併処理浄化

槽整備補助事業費は、快適な生活環境を確保し、

公共用水域の水質保全を図るための小型合併処理

浄化槽設置整備補助に係る経費１億７，８２０万

５，０００円であります。 

 経費の主なものは、検査等業務嘱託員に係る経

費と小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金

４７５基分の１億７，５６０万２，０００円であ

ります。 

 当該補助金は、くみ取りや単独浄化槽からの合

併浄化槽への切りかえ及び新築または改築等によ

り設置する１０人槽以下の小型合併処理浄化槽に
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対し補助金を交付するもので、補助金の額は５人

槽 が ３ ３ 万 ２ ， ０ ０ ０ 、 ７ 人 槽 が ４ １ 万

４，０００円、１０人槽が５４万８，０００円で

あります。 

 また、単独処理浄化槽からの切りかえについて

は、さらに１０万円の上乗せをするものでありま

す。 

 次に、２６１ページをお願いいたします。 

 ４款２項４目、事項、浄化槽費は、浄化槽事業

特別会計への繰り出しに係る経費８５４万

５，０００円で、浄化槽事業特別会計への繰出金

であります。 

 次に、６款３項４目、事項、農業集落排水費は、

農業集落排水事業特別会計への繰り出しに係る経

費１億６，１０５万３，０００円で、農業集落排

水事業特別会計への繰出金であります。 

 次に、２６２ページをお願いいたします。 

 ６款５項５目、事項、漁業集落排水費は、漁業

集落排水事業特別会計への繰り出しに係る経費

５，１７８万５，０００円で、漁業集落排水事業

特別会計への繰出金であります。 

 次に、８款５項４目、事項、下水道管理費は、

下水道行政の一般管理に係る経費１億８８０万

６，０００円であります。 

 予算の主なものは、上下水道事業運営審議会委

員１５名分の委員報酬、排水設備検査等業務嘱託

員の報酬、職員１０名分の人件費及び日本下水道

協会会費や日本下水道事業団負担金等に係る経費

のほか、先ほど局長からも説明がありましたとお

り、今回、公共下水道等接続推進補助金を計上し

ております。 

 当該補助金につきましては、下水道接続率向上

を目的に、接続への阻害要因の一つであります合

併浄化槽からの接続に対し、補助金を交付するも

ので、合併浄化槽設置時に市からの補助金を受け

られなかった合併浄化槽に限り、一律１０万円の

補助金を交付するものであります。 

 対象件数につきましては、公共下水道川内処理

区内に６５件を把握しており、３年間の期限つき

で交付することとし、１年目は２５件分の

２５０万円を計上したところであります。 

 なお、市の補助金を受けた合併浄化槽や単独浄

化槽及びくみ取りからの接続につきましては、早

期接続者との不公平感の是正もあるため、今回は

対象外といたしましたが、今後も接続率向上に向

けた取り組みの中で検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、２６３ページをお開きください。 

 ８款５項４目、事項、都市下水路管理費は、川

内地域の都市下水路の維持管理に係る経費

１１８万円で、経費の主なものは、都市下水路の

改修工事等に係る経費であります。 

 下の段の、事項、ポンプ場管理費は、川内地域

の雨水ポンプ場の維持管理に係る経費６９５万

５，０００円で、経費の主なものは、川内地域の

中郷ポンプ場及び平佐ポンプ場の光熱水費、施設

維持補修費及び維持管理業務委託費等に係る経費

であります。 

 次に、２６４ページをお願いいたします。 

 事項、公共下水道費は、公共下水道事業特別会

計への繰り出しに係る経費３億２，４７７万

８，０００円で、公共下水道事業特別会計への繰

出金であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき、７２ページをお願いい

たします。 

 歳入の主なものは、１４款１項３目衛生使用料

１，８９６万３，０００円で、川内地域の永利処

理区と鹿島地域の鹿島処理区の地域下水処理施設

使用料であります。 

 １５款２項３目衛生費補助金５，８７３万

６，０００円は、合併処理浄化槽設置整備事業に

係る国の補助金で、補助率は本土地域が３分の１、

甑島地域が２分の１であります。 

 次 に 、 １ ６ 款 ２ 項 ３ 目 衛 生 費 補 助 金

３，８４６万３，０００円は、合併処理浄化槽設

置整備事業に係る県補助金で、補助率は本土地域

が国庫補助と同じ３分の１、甑島地域は４分の

１でありますが、財政力指数等により、基準額の

６６％に補正されております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）一般会計ですよね。ちょっ

と、これは局長でないと答弁できないのかな。財

政課長いるけれども、ちょっと今、この具体的に
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は、この一般会計も全部絡んでいるんですが、今

の合併処理槽の関係も、補正で大体１，７００万

円、今回、落としちゃったと思うんですけれども、

たしか。その中で、見通しというか、当初予算は

一つの見通しを入れた予算計上をしますね。 

 そうしたときに、仮に老朽管の工事をやったり、

どこをやったりとか、いろいろ水道局が抱える事

業の取り組まれる事業進捗と、あるいは入札等々

をやったときの一つの不用額が出ますよね。そう

いうものの見通しというのが、大方、執行したと

きにどのぐらい水道局がかかわっている予算の執

行状況が管理できるというか、見れる状況になっ

ているのかどうか、その辺はもう決算時でないと

わからないんですか。 

 一応、財政課長、財政の形から、大体余り決算

額で不用額を出さんようにということで、財政上

の運営をいろいろ議論したことがあって、今は大

方、大体それが財政当局でも目に見えるようにな

っていますと、大体そういう流れが見えるように

なっていますという一つの答弁をいただいたよう

に記憶しているんですけれども、水道局としては、

年間を通してのそういう流れというか、大体どう

いう進捗とか、事業に対するいろんな入札後の、

そういうようなものについては把握できるように

なっているんですかね。 

○水道局長（岩下満志）今のお尋ねの件ですが、

予算の確保と確認、あるいは不用額の整理の仕方

ということでのお尋ねだと思っております。 

 その整理の仕方につきましては、当然、財政課

一般会計と同様な考え方で来ております。 

 例えば、年度途中での補正とか、そういったも

のも当然出てまいりますけれども、そういった全

体的な事業費の中で各地域ごとの予算とか、そう

いったものも組み入れておりますし、そうした全

体的な予算で計画していなかった、例えば地域も

取り込めるようにとか、そういった予算の使い方

で、最終的には決算の前に不用額を確認して落と

す、そういった流れは、そういうふうにしており

ます。 

 ですから、全体的な予算を把握しながら、各地

域の事業も照らし合わせながら、最終的には決算

で不用額が余り多額にならないように調整をしな

がら事業を進めているというのが通常の流れにな

ります。 

 ですから、全く一般会計と同じような予算の整

理の仕方で来ているというのが現状でございます。 

○委員（上野一誠）それはわかりました。 

 大事な部分で、やっぱり年間を通して、仮にこ

の不用額になったときに、もうちょっとここをし

てあげなければいけなかったんだなとか、いろん

な有効に財政運用をしてもらうことによって、地

域のいろんな課題に応えることができるんじゃな

いかなと思いますから、ぜひひとつその点は、年

度内において十分議論しながらやっていただきた

いというふうに思います。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

○委員（持原秀行）それと、この新しい新規で

公共下水道の接続推進事業ということで、非常に

やっぱり公共下水道が先に工事として進んでいな

かったところで、どうしてもこの先行的に住宅を

建てられる方は、どうしても補助地域でなくても

合併浄化槽を自腹で入れないといけなかったとい

うことで、この１２８ページの下のほうに書いて

あります５人槽から１０人槽までの間の補助金を

受けられた方との相当な格差があったわけですね。 

 それからすれば、今度、新たにこういうふうに

して１件１０万円だということで来ているんです

が、３年間の時限ということで、６５件の該当が

あって、３年間でできるだけ接続をしていただき

たいという提起なんですが、これの普及啓発をさ

れる、どういったような展開をされていかれるの

か、ちょっとそこをお聞かせください。 

○下水道課長（須田徳二）今回のこの接続補助

金の啓発活動につきましては、こちら、市のほう

で対象者を把握しておりますので、戸別に入って

いきたいと考えております。 

 委員御指摘のとおり、つないでいただけるんだ

ろうかと、これぐらいの金額でつないでいただけ

るんだろうかという不安等も我々もないわけでは

ございませんけれども、基本的には、１０万円を

決めた根拠としましては、合併浄化槽の補助金の

市の出す補助金の相当分ということを基準に設定

したものですから、もうそれ以上のあれは出なか

ったということもあります。 

 こういった形で、一つの手法として持っていっ

て、またその検証をした上で、次の手を打ってい

かなければならないんだろうなというふうには考

えておりますが、６５件対象者がおりますので、
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今年、２５年度当初は２５件を予定しております

けれども、本当はそれ以上の推進を行いたいんで

すが、予定として２５件をしたところです。 

 あと、広報等でもお知らせしたり、いろんな手

法は今のところ考えているところです。 

 以上です。 

○委員（持原秀行）やっぱり戸別に相談に行っ

て接続のお願いをされるということですが、やっ

ぱりこれをつけるときに、単独浄化槽をもうつく

っていませんので、大分合併浄化槽としては低額

になってきているんですが、それなりのやっぱり

負担をされているんですね。 

 だから、国・県の補助があるといっても、市の

持ち出しは１０万円ぐらいだからという考えで来

られても、なかなかその該当者の人たちは納得は

されないんじゃないかなという、私はそういう気

がしますので、そこらあたりもしっかりと１年目

で取りかかっていただいて、新たな提起とか、や

っぱりそういうところになっていかないと、ちょ

っときついような気がするんですが、そういうあ

とは負担金とか、それらもたくさん出てくると思

いますから、ぜひそこらあたりのことももう少し

また検証されるようにお願いしておきます。 

○委員長（福田俊一郎）意見でございます。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、下水道課

が所管しております公共下水道全体計画区域見直

しについて、市の一定の方針が決定しましたので、

ここで御報告いたしたいと思います。 

 別冊となっております水道局建設水道委員会資

料の５ページになります。 

 １２月議会の本委員会においても御説明してお

りますので、重複する部分につきましては、端折

って御説明いたしたいと思います。 

 まず、１の要旨であります。 

 背景及び整備状況等につきましては、記載して

ありますとおりでありますが、本文下から４行目

になります。 

 現在の全体計画区域１，４３４ヘクタールのう

ち未着手となっています１，１７５ヘクタールを

整備するためには、これまでと同じ予算規模で進

めたとしても８０年以上の期間を要することや、

厳しい財政状況から判断しても、非常に困難な状

況であります。 

 このような状況を踏まえ、区域内の人口動態や

合併浄化槽の普及状況等を考慮し、最終的には計

画目標年次を実現可能なおおむね３０年とし、見

直しを行ったところであります。 

 次に、２の検討内容であります。 

 前回、御説明いたしましたとおり、未着手の区

域１，１７５ヘクタールを１７のブロックに分け、

経済比較、人口増減、合併浄化槽普及率、整備効

果及び整備期間等について検討いたしました。 

 ３の見直し結果でありますが、記載してありま

すとおり、大きく３点であります。 

 図面で御説明いたしたいと思いますので、

７ページをお願いいたします。 

 新旧対照図になります。 

 黒い線で囲まれた区域が、現在の全体計画区域

１，４３４ヘクタールであります。 

 緑色で着色された区域が、新たな全体計画区域

で、うち赤の斜線部分は、平成２４年度事業にお

いて、一部の私道路を除き事業が完了する区域に

なります。 

 見直しの内容でありますが、まず川内川左岸の

向田処理区６９４ヘクタールを４４１ヘクタール

に縮小し、川内川右岸の大小路処理区７４０ヘク

タールを２８２ヘクタールに縮小するものです。 

 次に、新たに設定した向田処理区４４１ヘク

タールと大小路処理区２８２ヘクタールを統合し、

川内処理区７２３ヘクタールとするものでありま

す。 

 最後に、処理場計画でありますが、現計画では、

向田処理区及び大小路処理区にそれぞれ処理場を

整備することとしておりましたが、今回、宮里浄

化センターに集約することといたしました。 

 なお、今回の見直しにより、黄色で着色された
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区域につきましては、今後、合併浄化槽を推進し

ていく区域になります。 

 図の左下に新旧対照表を掲載しておりますので、

御参照いただきたいと思います。 

 それと、また資料の８ページは、新たな全体計

画区域を拡大し、主要な施設や道路の路線名等を

表記したものでありますので、あわせて御参照い

ただきたいと思います。 

 それでは、前に戻っていただき、６ページをお

願いいたします。 

 ４は、これまでの経過であります。 

 前回の本委員会でも説明しておりますが、それ

以降、７行目の本年２月７日の第３回審議会にお

いて、市の最終案に対し意見集約をいただいたと

ころであります。 

 ５が、第３回上下水道事業運営審議会のまとめ

になります。 

 審議会のまとめにつきましては、下水道の必要

性、事業の進捗率、国及び本市の財政状況等を鑑

み、先ほど御説明いたしました見直し結果が適当

とまとめていただいたところであります。 

 最後に、６の今後のスケジュールでありますが、

平成２５年度中に都市計画決定の変更を行うこと

としております。 

 また、事業計画作成及び県知事協議につきまし

ては、事業着手が前提になりますことから、今後、

財政面での協議及び検討を行い、財政運営プログ

ラムとの整合も図りながら進めていくこととして

おりますので、現時点では未定であります。 

 なお、事業実施に当たっては、本委員会でも御

意見等をいただいておりますとおり、関係住民の

方々の合意形成も図りながら進めていくこととし

ております。 

 以上で、公共下水道全体計画区域見直しに係る

報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）今の委員会資料も含め

まして、所管事務に関する質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）これはもう先ほどの農業集

落排水の一つの経験から、経験者として、入来の

加入率が５５、あるいは６０というような、本当

に事業効果から言っても、やっぱり情けないこと

だと思いますよ。 

 当時、やっぱりこれをやるときに、本当に行政

が、言えば、地域住民の一つの理解というか、そ

ういうものを十分得られないままに実行した背景

が、これは議会でも十分指摘をしたんですけれど

も、やっぱりこういう結果になってしまった。 

 だから、今先ほど御報告のとおり、やっぱりこ

れらを実行するには多くの財源を突っ込みますの

で、やっぱりできるだけ事前の住民の理解という

ものをしっかり固めていかないと、せっかくの投

資が無駄になりますので、その辺、十分御尽力を

いただくように、ひとつこれは意見・要望をして

おきます。 

 入来は特にそういう経験があるので、やっぱり

事業を皆さんに理解していただかないといけない。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

○委員（持原秀行）この公共下水道がどんどん

進んでいくということで、生活雑排水とか、そち

らの浄化につながるということで、非常にいいこ

となんですよね。 

 その一つ、甑地域の漁業集落排水とか、合併浄

化槽処理をされていない地域なんかは、しっかり

と集落ごとに把握されていますか。 

○下水道課長（須田徳二）甑島地域につきまし

ては、合併以前から集合処理という形が相当進ん

できております。里地域はほとんど全地域されて

おりますし、上甑地域につきましては、集合と、

また単独というのも市町村設置型でされたという

ことで、基本的には、そういった形で旧村時代に

全体を把握されて取り組まれていると。あと鹿島

地域も、ほとんど全地域されているというふうに

考えております。 

 あと、下甑地域につきまして、集合処理をされ

ているところは、片野浦地区と、あと今現在事業

中、今年度まで事業を行います手打地区でござい

ます。 

 それ以外の地区につきましては、基本、今の市

で持っております生活排水処理整備計画というの

があるんですけれども、その中で、あと集合処理

が残っている地域は長浜地区だけということで、

今のところは、それ以外の地区については、合併

浄化槽を推進していく地区ということで考えてお

ります。 

 西山地区とか、あっちのほうとか、青瀬とかと

いうところが、下甑のほうでは、そういった合併

処理を推進していく地区ということで、今、市の
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計画としては持っているところであります。 

 ただ、長浜地区につきましては、要望等が出さ

れておりますけれども、先ほどから申しています

とおり、住民の合意形成というか、事業完了後の

接続率等のいろんなそういうことがありまして、

今、中断というか、今、地区でまとめていらっし

ゃるということであります。 

 以上です。 

○委員（持原秀行）先般、甑に行ったときに、

相当不安を持っておられるというのは、長浜地区

の市民の方からそれは聞きました。 

 確かに、地理的な条件とかがあって、合併浄化

槽を入れられないというところも多分あると思い

ます。幅員によっては、非常にどうしてももう人

が通るしか行けないというようなところとか、散

在していますよね。特に、内川地区、人数、今、

住民全部５０名以下ですよね。 

 ですから、私は甑地域においては、離島振興の

関係で、もう完全に全てのところがなっているも

んだというふうに思っていたんですが、先般、行

政視察に行ったときには、くみ取りのパイプとい

うんですか、あれがどんどんのり尻まで来ておっ

て、車も入らない状況の中であったもんですから、

人口が大体４０数名あれば、５０人槽を入れれば

解決するのになあ。そして、また西の海のほうも

生活雑排水がそのまま流れずに、浄化されたのが

流れていって、海岸のほうにも、海水を利用する

にもいいなと思ったんですけれども、そこらあた

りを、個人のところに合併浄化槽でお願いします

と言っても無理だと思います。 

 だから、やっぱりどうにかそういう漁業集落で

はありませんけれども、そういったような５０人

槽でどうにかなるわけですから、そういう施策も

とれないものかんと思ったんですが、できたらや

っぱりそういうのを持ちながら、きれいな海にし

ていくためにも必要ですので、どうにか考慮され

ていったほうがいいんじゃないかなと思うんです

が、どういうようなもんですかね。 

○下水道課長（須田徳二）ただいま持原委員の

御指摘なんですけれども、基本的には、市として

はそういう声が上がってきたりすれば、本当、積

極的に動いていかざるを得ない。 

 長浜地区も本来ならそういった形で入っていき

たいところなんですけれども、先ほどから申して

いますとおり、行政側で走っていっても、最終的

に接続される方がいろんな課題があってできない

ということになると、それだけ投資しても、また

事業効果も上がらないし、当然、海もきれいにな

らないという結果になるものですから、とはいっ

ても、今、持原委員のほうからありましたとおり、

そういった５０人ぐらいしか住んでいないところ

で補助の対象にもならない区域も当然あると思い

ますので、そういうのを切り捨てていくというわ

けではなくて、そういうような声が出てくること

は、本当、下水道課にとっても、逆に言うと、あ

る意味ありがたい意見でもありますので、そうい

ったことが上がってくると、当然、全員接続して

もらえるという形であれば、今言われたような、

赤だちの施策も当然検討し、実施していかなけれ

ばならないというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員（持原秀行）ぜひ、やっぱり地域の人た

ちと話し込んでいかないと、そういうのは詰めて

いかないと、なかなか煮詰まらないですね。 

 ですから、やっぱり向こうの支所の職員とか、

動いてもらう人の協力を得ながら、ぜひきれいな

海を取り戻すために頑張っていただきたいと思い

ます。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、下水道課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ここで、協議会に切りかえます。 

～～～～～～～～～     

午後１時４５分休憩     

～～～～～～～～～     

午後１時４８分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）本会議に戻します。 

────────────── 

   △建設政策課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設政策課の審

査を行います。 

────────────── 

   △建設部長の概要説明 
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○委員長（福田俊一郎）まず、建設部の審査に

先立ち、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（石澤一美）この後、建設部関係の

議案等の御審議、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、今委員会における審議、議案等につ

いて少し御説明させていただきたいと思います。 

 今建設水道委員会におきましては、建設部関係

としまして、一般議案９件と議案第５９号薩摩川

内市一般会計予算、それから４特別会計予算議案

を御審議いただくように考えているところでござ

います。 

 まず、一般議案ですけれども、議案第４８号で

薩摩川内市都市公園条例の一部を改正する条例の

制定議案から、９件目が、建築住宅課になります

けれども、一般住宅の整備に伴い一般住宅として

位置づける議案まで、一般議案９件、それから予

算議案としまして、先ほど申しました一般会計予

算議案と３地区の土地区画整理事業に係ります特

別会計予算議案、それから平成２５年度から新た

に設置いたします川内駅周辺地区土地区画整理事

業清算事務特別会計予算議案に係る議案審議並び

にそれぞれ各課の所管事務について説明を行い、

審議をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

────────────── 

△議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

５９号一般会計予算について当局の補足説明を求

めます。 

○建設部長（石澤一美）済みません、それでは

建設部関係の予算関係に入る前に、冒頭、まずお

断りさせていただきますが、現在、建設政策課長、

本野課長が病気療養のために、本委員会に出席で

きません。かわりまして、建設政策課の徳重課長

代理が御説明をさせていただきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成２５年度の建設部関係当初予算

の 総 額 と し ま し て 、 ５ ２ 億 ５ ， ７ １ ９ 万

８，０００円、これは特別会計への繰出金を、重

複を除いたものでございまして、対前年度比とし

まして９．１％の減となっております。 

 減の主なものとしましては、南九州西回り自動

車道川内隈之城道路、川内川大橋に併設します歩

道橋、これが完成したこと、あるいは横馬場田崎

線のＪＲ九州への工事委託金の減、公営住宅スト

ック総合改善事業の前倒し実施に伴います減、地

籍調査の現地調査が終盤を迎えていることにより

ます減等が主なものでございます。 

 逆に増もございまして、増の主なものにつきま

しては、橋梁長寿命化修繕計画策定に伴います増、

それから道路維持費の増、中郷五代線用地取得費

の増、国道３号御陵下地区電線類地中化工事、無

電柱化工事ですけれども、これに伴いますバス停

上屋等の施設整備工事費の新規計上による増とい

うのがございます。 

 平成２５年度の施策の目標としまして、引き続

き高速交通体系の整備促進、あるいは川内川改修

促進によります治水安全度等の向上、それから鹿

島上甑線などの県道整備の促進、市の所管します

公共施設の整備、あるいは維持管理等を通じまし

て市民生活の安全・安心の確保、利便性の向上、

地域産業の振興等を図っていくこととしていると

ころでございます。 

 それでは、建設政策課分につきまして、簡単に

御説明したいと思います。 

 平成２５年度につきましては、引き続き藺牟田

瀬戸架橋を含みます鹿島上甑線など県道整備の促

進、それから川内川改修の促進、南九州西回り自

動車道の整備促進のための国・県要望や協議・調

整を図っていくこととしているとともに、特に南

九州西回り自動車道の阿久根・薩摩川内水引イン

ターチェンジ間の事業化に向けての環境影響評価

等の手続について、市としましても協力し、推進

していくこととしているところでございます。 

 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当初予算に関

する建設部長の概要説明をいただいたところであ

ります。 

 それでは、先ほどの議案第５９号について課長

代理からの説明を求めます。 

○建設政策課長代理（徳重勝美）建設政策課で

ございます。本野課長が病気で療養中であります

ので、課長代理の徳重が説明いたします。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、平成２５年度一般会計予算の歳出に
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ついて御説明申し上げます。 

 予算調書の１７９ページをお開きください。 

 ８款１項１目土木総務費２億６，５４８万

６，０００円は、土木行政に係る一般管理経費及

び国道・県道の整備促進等に係る経費を計上する

ものでございます。 

 経費の主な内容につきましては、一般職３０人

の人件費と、藺牟田瀬戸架橋などの道路整備要望

や総会、会議出席等に係る旅費及びその負担金

９件でございます。 

 負担金は、九州国道協会６万円、日本道路協会

３万円、全国海岸協会３万円、県市町村街路事業

促進協議会５万１，０００円、県市町村社会基盤

整備推進協議会３６万４，０００円、国道

２６７号改修促進期成会３万１，０００円、国道

３２８号整備促進期成会１万５，０００円、北薩

空港幹線道路整備促進期成会５万円、鹿児島・大

口幹線道路整備促進期成会２万円でございます。 

 同じく、予算調書の下の表でございます。 

 ８款３項１目河川管理費１６４万７，０００円

は、川内川河川改修促進事業等の要望、会議出席

に係る経費を計上するものでございます。 

 経費の主な内容は、川内川下流改修促進期成会

負担金８１万９，０００円、川内市街部改修促進

期成会補助金２１万円でございます。 

 続きまして、次のページの１８０ページの上の

表でございます。 

 ８款４項１目港湾総務費５３万２，０００円は、

港湾整備促進等に関する港湾関係団体への負担金

及び総会等参加に係る経費を計上するものでござ

います。 

 経費の主な内容は、日本港湾協会１０万円、港

湾都市協議会１万３，０００円、県港湾協会

２０万５，０００円の負担金でございます。 

 続きまして、下の表でございます。 

 ８款５項１目南九州西回り自動車道建設促進事

業費８２万２，０００円は、南九州西回り自動車

道建設促進に係る関係機関との協議調整や要望活

動に係る経費を計上するものでございます。 

 経費の主な内容は、南九州西回り自動車道建設

促進期成会１５万８，０００円、県高規格幹線道

路建設促進協議会２万６，０００円、南九州西回

り自動車道川内隈之城道路建設促進協力会補助金

３８万１，０００円でございます。 

 歳入はございません。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（橋口博文）西回りのことですけれども、

会派代表者の質問でも出ましたけれども、この前、

３月１０日、高江・水引間のインターができまし

て、立派なものができておりました。皆さん方の

努力のたまものと感謝しております。 

 これから、水引から阿久根間の環境調査や、い

ろいろと運動されていると思いますけれども、実

は東郷西方港線のところに、前から決起大会やら

をやって、平成１８年の１０月２８日に決起大会

をやって、そのときも、藤川から鳥丸、そして八

幡、高城麓、城上、吉川、陽成、湯田、西方、総

勢４８０名ぐらい湯田の体育館を借りて、屋内を

借りて決起大会をやったわけですけれども、その

ときからずっと地域としてはインターをぜひつく

らないかんということでみんな思っていらっしゃ

るわけですけれども、これから大変だと思います

けれども、そういうことを肝に銘じて、これから

運動していただいて、そういう設置ができるよう

に努力をしてくださいますようにお願いをしてお

きたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ちょっと今のは、お願

い、意見であります。後ほど、またこれについて

は資料説明もございますので、そのときにもしま

た必要であれば、また部長の説明をお願いいたし

たいと思います。 

 今の提案の議案について何か御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５９号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に
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入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

○建設政策課長代理（徳重勝美）それでは、建

設計画課の所管事務の説明をいたします。 

 建設水道委員会の資料をごらんいただきたいと

思います。 

 委員会資料の１ページをお開きください。 

 南九州西回り自動車道の進捗状況について御説

明申し上げます。 

 今回、南九州西回り自動車道「川内隈之城道

路」の水引から高江区間の延長３．５キロが、

３月１０日の午後５時から開通いたしました。 

 今回の開通で、南九州西回り自動車道、総延長

１４０キロのうち供用延長が６４．８キロから

６８．３キロとなり、供用率は約４６％から約

４９％となりました。 

 高江から都区間の延長６．７キロにつきまして

は、平成２６年度の供用を目標に都インターの改

築や宮里トンネルなど、鋭意工事が進められてい

るところでございます。 

 また、阿久根から水引区間のルートが決まって

いない未事業化区間につきましては、昨年９月

１８日に環境影響評価法に基づく方法書の公告縦

覧が行われ、今後、準備書の公告縦覧や都市計画

決定に向けた手続が進められていきます。 

 おおむね３年から４年程度の期間を要すると聞

いております。 

 今後、環境影響評価とルートの都市計画決定が

されれば、社会資本整備審議会によります新規事

業採択時評価を経て、国土交通大臣が新規事業化

の決定をし、事業実施となります。 

 次に、資料の２ページをお開きください。 

 今回、供用開始されました水引と高江の両イン

ターチェンジの出入りを示した航空写真でござい

ます。 

 まず、上が水引側の薩摩川内水引インターチェ

ンジでございます。 

 インターチェンジの位置につきましては、水引

小学校から市外部に約６００メートルのところで、

高江方面へは赤く表示しておりますラインから進

入することとなります。黄色が高江インターチェ

ンジ側からの退出となります。 

 下側が薩摩川内高江インターチェンジでありま

す。 

 赤く表示しておりますのが水引方面への進入、

黄色で表示しておりますのが高速道路からの退出

でございます。 

 次に、資料の３ページをお開きください。 

 川内市街部の河川整備の水制工について、説明

いたします。 

 現在、天大橋から隈之城川合流点の川内川の両

岸におきまして、国の環境整備事業としまして、

水制工の整備が進められております。 

 これは、洪水時の流速を低下させ、また流れを

変化させることによりまして、河床の洗掘を抑制

し、河岸の防御を図ることを目的としております。 

 これらは、上流部から天大橋からＪＲ橋区間の

左岸側に２基、ＪＲ橋から太平橋区間の左岸側に

４基、太平橋から開戸橋区間の左岸側に２基、開

戸橋から隈之城川合流点区間の左岸側に２基、ま

た太平橋から開戸橋間の花木地区の右岸側に４基、

計１４基が完成している状況でございます。 

 このほか、次年度に天大橋からＪＲ橋区間の左

岸側にも水制工が整備されると伺っております。 

 この水制工の施工は、右下の工事状況でござい

ますが、川底に根固めブロックや袋詰めした玉石

を敷き詰めまして、その上に径１メートル程度の

巨石を据えつけて盛り上げ、上面部は幅２メート

ル、長さ５メートルの平ら面になっておりまして、

治水上の安全性を高めることや、カヌーやボート

などの搬出にも利用できるようになっております。 

 次に、資料の４ページをお開きください。 

 藺牟田瀬戸架橋について御説明申し上げます。 

 藺牟田瀬戸架橋は、平成１８年度に事業着手し、

おおむね１０年の平成２９年度完成を目標に事業

が実施されております。 

 事業内容は、鹿島町藺牟田から上甑町平良まで

の延長５．１キロで、平成２３年度までに、鹿島

側では明かり部２８７メートルや、１号トンネル

４９７メートルは、舗装工等を残して概成してい

る ほ か 、 平 良 側 で は 、 ３ 号 ト ン ネ ル

１，６７４メートルも掘削が完了し、現在、海側

の２号トンネル５８７メートルを掘削中で、２月

１４日までに約２４０メートルを掘削し、掘削率

約４１％でございます。 

 また、海峡部の橋梁は、鹿島側から第１橋

２１７メートル、第２橋５５０メートル、第３橋

３８３メートル、第４橋３８３メートルの４連で
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構成されており、橋長が１，５３３メートルでご

ざいます。 

 橋の工事につきましては、現在、第１橋

２１７メートルの工事用の仮桟橋が整備されまし

て、鹿島側から３本の橋脚の工事が進められてい

るところでございます。 

 また、第２橋５５０メートルの下部工も工事が

発注されている状況でございます。 

 これで、所管事務説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）今、徳重代理のほうか

ら一連の資料についての説明があったところです。 

 先ほど、南九州西回り自動車道につきまして橋

口委員から意見が出ておりますけれども、部長の

答弁があるようですので、部長の答弁を求めます。 

○建設部長（石澤一美）今ほど代理のほうが説

明しました資料の１ページのほう、これはもう一

目瞭然なんですけれども、見ていただきたいと思

います。 

 薩摩川内水引インターチェンジから阿久根ＩＣ

と書いてありますが、この区間が環境影響評価の

実施中で、１７キロございます。 

 その阿久根ＩＣの左側に鶴川内ＩＣとあります

けれども、この鶴川内ＩＣから水引ＩＣまでが

２１キロございまして、これがまだ事業区間とは

なっておりません。 

 ただ、阿久根ＩＣまでは都市計画決定はされて

おりますので、これについては、手続上はほぼ終

えているんじゃないかというふうに考えています。 

 ここを見られてわかりますように、この区間だ

けが事業化されていないということで、これが事

業化されないことには、この南九州西回り自動車

道について、本来の目的が達成されないというこ

とで考えておりますので、私たちもこれについて

は全力で事業化に向けて取り組んでまいりたいと

いうふうに考えているところです。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）橋口委員、よろしいで

すか。ほかにございませんか。 

○委員（小田原勇次郎）なければ、１点だけ質

問をいたします。 

 先ほど橋口委員もおっしゃった西回り自動車道

の件でした。先日は、３月１０日に国主催の開通

式があり、３月２日は、１２月補正で組んだ

１４０万円の予算で、市主催の記念イベントを開

いていただいたところでありました。所管課の皆

様方には大変お世話になりました。お疲れさまで

ございました。 

 そこで、これは市政の声として、私個人じゃな

くて、市政の声として受け取っていただきたい案

件がありましたので、ちょっと御質問させていた

だきます。 

 ３月２日の市主催の開通イベントの際に、鹿児

島３区には２人の代議士がおられるんですが、お

一人の代議士、いわゆる政権与党の代議士のほう

に案内が出されなかったというお話を承りました。 

 なぜこの質問をさせていただくかと申し上げま

すと、市長のマニフェストの中に、６－２の項目

の中に、今後、こういう国の事業を推進する上に

おいて、国・県等と連携を強化したいという市長

のマニフェストがございます。そこらあたりの部

分の考え方と比して、今回、そういう御案内のさ

れ方を本当にしたのかという部分の確認と、もう

今後、これは市政の声でありますから、鹿児島

３区には２人の代議士がおられます。そうしたと

きに、政権与党の、要するに市の行政がどちらか

に偏るのではなくて、私の趣旨としては、その市

政の声としては、２人の代議士をうまく活用して

いく必要があるという理論にのっとっての質問だ

というふうに御理解をいただきたい。 

 特に、政権与党が、今、非常に上り調子の政策

を掲げておられますので、その政権与党を薩摩川

内市の行政は当てにしない連携の仕方でいいのか

という部分も含めたところで、部長は回答ができ

る範囲内でお答えをいただければと思うところで

あります。 

○建設部長（石澤一美）まず、２名、本市に関

係ある、３区というお話が出ました。国会議員の

案内につきましては、１名の方に案内を差し上げ

たところでございます。 

 理由としては、この開通イベントと言いますの

は、市が主催するという考え方でございまして、

市としては大々的に行うという考え方を持ってお

りませんで、市内にいらっしゃる国会議員の方を

呼びたいということによるものでございます。 

 広げますと、参議院議員の方々にも声をかけん

といかんと、同じような形になってまいりますの

で、そういった大々的なことはまず考えていない
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ということで、今回、こういうふうにしたところ

でございます。 

 今ほど、小田原委員のほうから政権与党を活用

して事業を進めると、政権与党ですので、それは

すべきじゃないかというお話でしたけれども、考

え方としては全く我々も同じことでございまして、

今、自民党政権になっておりますので、事業を進

めるためには、政権与党である自民党のほうに、

こういった事業を進めるということについては要

望していかなければならないということで考えて

おりますので、考え方としては一緒だと。 

 ただ、今回はそういう大きな大々的に考えたも

のではないということだけは御理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）部長の御回答で、概要

は理解をさせていただきたいと思うところですが、

その考え方の中において、例えば市会議員は市の

代表であるという考え方、県会議員は選挙区を設

けておりますので、薩摩川内市が選んだ県会議員

であるという考え方、そして国会議員におかれま

しては、選挙区がありまして、薩摩川内市の代表

ではありませんので、あくまでも選挙区を代表す

る代議士でありますので、そこらあたりを踏み違

えた取り扱いをされると、ひょっとしたら市民の、

これは私じゃないですよ、市民の誤解を招きかね

ない取り扱いになってしまうおそれがあると、そ

ういう声が出てこないような気働きを行政はされ

るべきではないかなと。 

 だから、趣旨は、こうしなさい、ああしなさい

ではないんです。市民の方々が誤解をされないよ

うな、要するに行政は政権与党の力をかりる必要

がないんだなというようなお声が出ないようなス

タンスを、行政側は少なくとも偏らない両方を活

用していくんだというスタンスに立たれた行政運

営が望まれるのではないかなという、一応、老婆

心ながらちょっと発言をさせていただいたところ

でありました。考えは、部長の御答弁で十分理解

をいたしました。 

 以上です。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設政策課を終わります。 

 ここで、協議会に切りかえます。 

～～～～～～～～～     

午後２時１５分休憩     

～～～～～～～～～     

午後２時１７分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）本会議に戻します。 

────────────── 

   △建設維持課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設維持課の審

査に入ります。 

────────────── 

   △議案第５１号 市道路線の認定について 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第５１号市

道路線の認定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設維持課長（泊 正人）建設維持課でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず議案第５１号について説明をさ

せていただきたいと思いますので、議案つづりそ

の３の５１－１ページをお開きください。 

 議案第５１号市道路線の認定についてというこ

とで、提案理由につきましては、さきの本会議初

日に部長のほうからございましたので、省略いた

しますが、本件は、川永野町で県が進めておりま

す産業廃棄物最終処分場にかかわりますところの

川永野・無礼線という市道が新たに完成をしまし

たので、市道路線として認定をしていきたいとい

うことでございます。 

 （仮称）エコパークかごしまということで、周

辺地域の振興事業、県の負担費用を全額で、建設

整備課のほうで事業を進めておりました。 

 １枚あけていただきますと、地図が載っておる

と思います。 

 旧３号線から現在整備中のエコパークのほうに

上がっていく川永野大原野線を起点に、その上の

ほうの、同じく旧３号線から県酪農業協同組合の

入り口を通って百次のほうに抜けます川永野百次

線を終点とする路線で、延長が２９４．５メート

ル、幅員が６メートルから１３．５メートルとい



－37－ 

うことになります。 

 １２月議会でも、２路線認定をしていただいて

おりました。今回の１路線を含めまして、薩摩川

内市の市道が２，５８６本、距離にいたしまして

１，５４４キロ９３６メートルということになり

ます。 

 １月８日に部長を委員長といたします認定委員

会で現地調査等を実施し、問題ないということで

判断をいただいており、もう既に検査も終わりま

して、地元では供用開始をされている路線でござ

います。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △建設部長の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）次に、当初予算の審査

に入ります。 

 まず、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（石澤一美）それでは、平成２５年

度の建設維持課に係ります予算の概要等について

御説明させていただきます。 

 建設維持課の平成２５年度予算につきましては、

これまで同様、市民の方々からの要望のあります

市道の維持補修等について、市民生活の安全・安

心を確保するために取り組んでまいりますととも

に、ガードレール、あるいはカーブミラーなどの

交通安全施設についても整備を進めてまいります。 

 また、河川維持補修整備事業や急傾斜地崩壊対

策事業につきましても、市民生活の安全・安心の

確保という観点から取り組んでまいりたいと考え

ておるところでございます。 

 それから、市内の橋梁８００カ所について、こ

れまで調査、あるいは点検等を実施してまいりま

したが、平成２５年度につきましては、これから

現実的に補修、あるいは補強を行うための長寿命

化計画を策定することとしているところでござい

ます。 

 簡単ですが、以上で説明を終わらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

────────────── 

   △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第５９号平成２５年度薩

摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設維持課長（泊 正人）それでは、議案第

５９号について説明をさせていただきますので、

予算調書の１８７ページをお願いいたします。 

 ８款２項１目道路橋梁総務費で、事業費が

９，７５０万４，０００円となっておりますが、

この一番主なものは、職員給の１２人分というも

のが一番大きいものです。 

 それから、道路台帳とか青線・赤線、いわゆる

法定外公共物の整理を行います事務嘱託員１名、

あるいはいろんな工事を発注するための測量設計

をするために、コンサルタント等で勤務をされて

いた、そういう技術力の高い方を嘱託員として

２名採用しております。そういった嘱託員の報酬

というものがございます。 

 それから、昨年もおととしも２件、３件ほどご

ざいました道路の管理瑕疵によります事故等に伴

います賠償金を支払うための保険に加入をいたし

ております。 

 先ほど１，５００キロぐらいと言いましたけれ

ども、１キロ当たり７８０円ぐらいの保険金をか

けておりまして、またそういう事故に備えようと

しているものでございます。 

 それから、その下に８款２項１目道路橋梁附帯

設備管理費とありますが、これの一番主なものは、
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街路灯の電気料でございます。 

 本年度から、昨年度まで観光課が管理をしてお

りました市比野温泉街の街路灯、入来の温泉街、

あるいは武家屋敷のところ、それから祁答院の砂

石温泉あたりの街路灯は観光課がしていたんです

が、全部、維持課のほうに移ってきましたので、

若干、昨年よりここの電気料の額は大きくなって

おります。 

 それから、長大橋、大きな橋、天大橋とか各大

橋なんかに水銀灯があるんですが、あの電球が切

れたときの修繕ということでの高所作業車を使っ

て、ガードマンもつけたりしないといけませんの

で、１個変えるのに１５万円とか２０万円とかか

かってしまいまして、そういう費用もここで計上

をさせていただいております。 

 それと、川内警察署前のアンダー部分の排水ポ

ンプの関係とか、それから入来の朝陽から蒲生に

抜けます新留トンネルというのがございますが、

そこの中の照明料とかの負担金を姶良市のほうに

支払っているものがございます。 

 続いて、１８８ページにお移りください。 

 ８款２項２目道路維持費、維持課の一番メーン

となる事業でございますが、道路維持補修の嘱託

員が２０名。これまで２４名だったんですけれど

も、本庁間内で１名、樋脇・入来・祁答院で１名

ずつ減となっております。 

 ここでうちの予算ではないんですけれども、商

工振興課のほうで、２５年度、雇用促進の関係で

２０名の、そういう道路伐採等にかかわります臨

時職員を雇い上げるということで予算措置をされ

ておりまして、その分が建設維持課にまいります 

 本庁・東郷で６名、樋脇・入来・祁答院で４名、

あと甑島で２名という形で雇い上げるようになっ

ておりますが、これはこの予算が可決された後に、

ハローワーク等に申請をするわけですけれども、

地域のほうでそういう方がいらっしゃれば、情報

提供いただければ、ハローワークと協議をしなが

ら採用ができていくものだろうと思っております。 

 それから、道路愛護謝金を計上しております。

大体年間４４０団体の自治会の皆様方が作業され

ますので、それの謝金、あるいは東西自由通路の

光熱水費、そして一番大きなものが工事請負費の

３億５，０００万円、これにつきましては、昨年

度よりも５，０００万円ほど多いんですが、基本

的に途中の補正をしないというようなことで財政

課との協議の結果、例年よりも多く予算措置をさ

れております。 

 それから、１２日の本会議の席で、第７回補正

で可決をいただきました舗装整備の２億円と電気

工具品の２億５，０００万円、これを含めますと

８億円ほどございます。 

 先ほどの補正の部分につきましては、部長の答

弁にもありましたように、比較的規模の大きな舗

装工事、あるいは排水路整備等をやりながら、こ

の３億５，０００万円を市民の方からの要望のほ

うに十分対応できるんじゃないかというふうに考

えておりますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 それから、原材料購入費ということで、補修班

が使いますアスファルト合材、採石等の購入、そ

れと備品購入費で６５０万円ほどございます。 

 これは、入来支所の補修班が持っておりますタ

イヤショベルがもう老朽化をいたしまして言うこ

とを聞きませんので、新しく購入をさせていただ

きたいというふうに思っているところです。 

 それから、同じく１８８ページの下のほう、

８款２項３目交通安全施設単独事業費、これにつ

きましては、例年どおり、ガードレール、カーブ

ミラー、区画線等の設置をして、交通安全の安全

度向上に努めていきたいと考えているものでござ

います。 

 次に、１８９ページをお願いいたします。 

 ８款２項４目橋梁維持費、ただいま部長からも

ありました橋梁長寿命化修繕計画策定業務でござ

います。 

 既に詳細点検それぞれ終わっておりますので、

本格的に本年度、そういう計画を策定していくと

いうことです。 

 本会議でも、たくさんの議員の方から普通建設

費の維持補修費の割合とか、そういう御質問も出

ておりますので、十分、財政課のほうと協議をし

ながら、標準化を図れる策定計画を検討してまい

りたいと考えております。 

 それから、同じく１８９ページの下のほうです

が、８款３項１目河川管理費、これにつきまして

は、２，８００万円ほどございますが、宮里ダム

の管理嘱託員、国・県が持っております水門の管

理を委託されております水門管理人、水門管理補
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助員の報酬、それから河川愛護につきましても、

年間２７０団体ほどが作業をしていただいており

ますので、そういったものの謝金というものでご

ざいます。 

 それから、宮里ダムに設置をしてあります水位

観測計が故障をしまして、専門的に見てもらいま

したところ、もう取りかえないとだめだというこ

とで、それの取りかえ工事費用等を計上をさせて

いただいております。 

 次に、１９０ページをお願いしたいと思います。 

 ８款３項１目河川施設管理費でございますが、

事業費が１，６６０万円ほどございまして、これ

はほとんどが河川の寄洲除去、あるいは網津町に

ございます半崎川の護岸整備を継続的にやってい

るもの、これでございまして、御存じのとおり、

今年度から鹿児島県が県の河川の寄洲除去をどん

どん今もやっておりますが、そういうことで、市

のほうもその支川についてはやってほしいという

要望もありますので、できる範囲で積極的に対応

していきたいと考えているところでございます。 

 次が、その下の８款３項１目排水機場管理費で

ございますが、これは川内川沿いに国土交通省が

設置をしました排水機場がございます。８機場ご

ざいまして、それの管理人と補助員の計１６名の

報酬でございます。それがほとんでございます。 

 次が、１９１ページをお願いします。 

 ８款３項１目急傾斜地崩壊対策事業でございま

すが、事業費３，３００万円、家の裏山等の崖の

のり面の整備をするものでございまして、本来、

防災事業でやるんですけれども、非常に要望件数

が多くて、現在のところは、被災履歴があったと

ころから先に整備をしていくような、追いついて

いない状態なんですけれども、県のほうからも、

今、北薩地方にはかなりこの事業については採択

をしてくださいますので、ことしもできるだけ多

くの箇所を行っていきたいということでございま

す。 

 それから、県営事業の負担金がございますが、

川内小学校裏の日暮地区の県営事業の負担金でご

ざいます。 

 続きまして、同じく１９１ページの下のほうに、

８款３項２目河川改良事業費でございますが、こ

れは県単砂防、大きなダムは県営事業で行います

が、流路工なんかを整備をする小さな砂防工事で

ございますが、それの１０分の１を市が負担をす

るようになっておりますので、その負担金を計上

をさせていただいております。 

 次に、１９２ページにお移りください。 

 ８款３項２目特定離島排水路整備事業費、事業

費は４００万円、委託料だけですが、これは例年、

県の内示を待って、６月議会で工事請負費は要求

させていただいておりますので、今回は委託料だ

けですが、現在進めております里の排水路整備の

２年目に係るものと、上甑のほうで、あびきによ

ります被害が出ておりますので、そういうあびき

で海水面が上がったときのそれぞれの水路への入

り込みがないような招扉とか水門の整備をしてい

こうというものでございます。 

 その下、同じく１９２ページの下の８款４項

１目港湾総務費でございます。事業費は６万円で

ございますが、これは市が管理をしております江

石港・桑之浦港の岸壁等に照明がありますが、そ

ういったものの修繕に備えてのものでございます。 

 １９３ページをお願いいたします。 

 ８款４項１目港湾排水機場管理費、これにつき

ましては、里港に流れ込みます荒切川という川が

ございますが、そこに県が設置をしております排

水機場があります。それの管理人、補助員、ある

いはそういうメンテに係る光熱水費とか、そうい

ったものに充てる予算でございます。 

 その下は、９款１項５目水防費、事業費で

３２万３，０００円、これは市内にあります水防

倉庫等が壊れたときの修繕費、あるいは水害に備

えたブルーシート、土のう等の購入に係るものと、

３，０００円とありますが、下東郷水防倉庫の借

地料でございます。 

 続きまして、１９４ページをお願いいたします。 

 ９款１項６目災害予防応急対策費４，３７１万

６，０００円、これは市内各所に設置をしてあり

ます排水ポンプが、大雨によりまして操作をした

ときに、それに操作をしていただいた方々への出

動謝金、報酬、そういったもの、それから大雨に

よりまして、道路の路肩、あるいはのり面が崩れ

たときの崩土除去作業の機械借上料、それと今回

は、中福良排水ポンプの発電機が老朽化をしてお

りますので、それの取りかえ工事を計上しており

ます。 

 また、特別災害復旧補助金ということで、毎年、
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家の裏山等が崩れたときの土砂除去に３分の２の

補助をしておりますが、これの対応を２００万円

ほど計上しております。 

 続きまして、その下の１１款２項１目現年公共

土 木 災 害 復 旧 事 業 費 ３ 億 ４ ， ９ ４ ０ 万

４，０００円、これは基準雨量に達しました災害

が起きたときの公共災害に対する査定、その他実

施に向けての費用でございます。 

 毎年、こういう３億円ほど計上させております

が、ここ三、四年は、幸いにといいますか、１億

円以内の工事費でとまっております。年間１７件、

１６件、その程度でしておりますので、今のとこ

ろ余り大きな災害が発生をしていないということ

でございます。 

 最後に、１９５ページ、１１款２項２目現年単

独土木災害復旧事業費、これは先ほどの公共災害

復旧工事は６０万円以上でないと採択されないわ

けですが、それ以下のものにつきまして拾えない

かということで、市の単独費で路肩の石積みとか、

そういったことで対応していこうというものでご

ざいます。 

 以上が歳出でございまして、次に歳入について

御説明をいたしますので、４９ページにお戻りい

ただきたいと思います。 

 ４９ページの一番上、１２款１項１目交通安全

対策特別交付金１，７００万円、これは道路交通

法に基づきます交通違反で県から交付をされるも

ので、これを利用しまして、カーブミラーとか

ガードレールとか、そういうものを設置をしてい

くものでございます。 

 その下は、１４款１項６目土木費使用料という

ことで３，１１６万円を計上しておりますが、本

庁、支所別と分けておりますけれども、これはＮ

ＴＴ、南日本ガス、九電等の道路占用にかかわり

ます歳入でございます。 

 本年度から、昨年の９月議会で議決をいただき

ました法定外公共物青線・赤線にある電柱とか電

話柱につきましても占用料を取っていくというこ

とで、４月から動き出します。 

 １枚あけてもらいまして、５０ページをお願い

したいと思います。 

 上から３番目に港湾施設使用料とありますが、

２０万円ございます。これは、上甑の江石、桑之

浦港に水産会社が荷揚げ場として占用いたします

ので、そのときの占用料でございます。 

 それから、５段目の１４款１項８目消防使用料

２万４，０００円は、亀山小学校の先のほうに銀

杏木ポンプ場というのがありますが、そこに中越

パルプ産の水防倉庫を設置をさせてあります。そ

の使用料等でございます。 

 その下の土木手数料は、建築許可等で建築設計

会社さんのほうが幅員証明とか、市道証明を取り

にくるときのものでございます。 

 その下の１５款１項４目災害復旧費負担金１億

９，８２７万６，０００円は、公共災害復旧事業

の負担金として歳入を充てているものでございま

す。 

 そ の 下 、 １ ５ 款 ２ 項 ６ 目 土 木 費 補 助 金

２，１４５万円は、先ほど申し上げました長寿命

化対策の国庫補助でございます。 

 その下には、国から管理を受けております水門

等の委託費、あるいは県から受けている水門等の

委託費等でございます。 

 一番最後、雑入の２０万円というのがございま

すが、これは先ほど申し上げました道路の管理瑕

疵に伴いまして、専決処分で先にそういう賠償し

た後に、保険会社から保険料として入ってくるも

のでございます。 

 以上で、歳出・歳入についての説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）まず歳出で、この

１８８ページの道路維持費、先ほど言われました

緊急雇用対策事業で新規で約２０名ですか、商工

振興課のほうに行って確認したんですが、維持課

のほうで募集等をかけるということで、そこでは、

富士通とか、そういうところで失業された方々を

中心に雇用対策事業だなと思っておるんですが、

もうちょっと詳しく、どういう方々を中心にする

のか、いつごろになるのか、４月になって、これ

はハローワークを、今の課長の説明では、少しそ

ういう方々がおったら紹介も聞けるのか、４月に

なって、いつごろの時点で募集をかけられるのか、

少し教えていただきたいと思います。 

○建設維持課長（泊 正人）本議会の最終日、

２８日の可決を待って、４月の頭にハローワーク
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のほうに申請はしたいと思っております。 

 ２０名の１２カ月、全て２０名１２カ月になり

ます。 

 ただ、採用は、どうしても手続上、４月の後半

ぐらいが、早くてもそれぐらいかなと思いますの

で、逆に二十二、三名になって１０カ月とか、そ

の辺はもう自由にできるということでございます。 

 ハローワークからの紹介状をいただいて、本

庁・支所それぞれでしていきますので、もしそう

いう方がいらっしゃれば、情報をいただければい

いと思いますし、本来、そういう富士通とか、そ

ういうものをもとにした雇用対策なんですけれど

も、そこの方々ということにもならなくてもいい

んじゃないかという、逆にそういうそこの方々が

来られるのかなという思いもありますけれども、

２，０００万円ほどございますので、それについ

ては、月１５日になります。普通に８時半から

５時までということで、ほとんどできたら草払い

機の使える方、もちろん早い時期に講習会をしな

いといけませんので、そういうどこかに集まって

い た だ い て 講 習 会 を し た り と か 、 賃 金 は

６，２００円です。補修班と一緒に行動していた

だくことになろうかと思います。 

 たまには、自宅から現場に自分の車で行ったり

とかということもあろうかと思いますが、交通事

故とか、いろんなそういうことがありますので、

十分、その辺は検討したいと思いますし、前に平

成２１・２２年のころにも、ちょっとこれとは趣

旨が違うんですが、そういう臨時職員の雇用もあ

りましたので、初めてではないですので、うまく

回せるとは思っております。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）わかりました。 

 あと歳入で、４９ページの一番上の交通安全対

策特別交付金、県からそういうのが来ますよね。

我々が一番迷うといいますか、どこに申し出たら

いいのかというのがよくわからないのがあるんで

すけれども、コミュニティ協議会で持っているも

のがあったり、学校の通学路の関係であったり、

財政課長もありますけれども、県から入ってきた

分がどういう配分をされて、このカーブミラー等

に利用されるのか。 

 今の課長の説明を聞いてると、維持課のほうが

一番、早くできるのかという判断をしたりするん

ですけれども、それはそれぞれに所管、所管でお

持ちの面があると思いますけれども、我々にわか

りやすいように何かないんでしょうかね。 

○建設維持課長（泊 正人）要は、どこに要望

すれば立てられるかと。それは、もう維持課一本

になります。 

 教育委員会あたりに相談をされても、教育委員

会はそういう予算を持ちませんので、うちのほう

に、こういう要望がありましたということで、う

ちのほうで調べて、この予算の範囲でつけていく。 

 あと、教育委員会、あるいはコミ協、それから

交通安全協会が春と秋の交通安全運動期間中に道

路診断というのをしますので、その中で上がって

くるのが、一番ついていくことになると思います。 

 県道は、また県でもあるんでしょうけれども、

市役所に関しましては、全てほかのところにそう

いう要望が行けば、維持課のほうで見きわめてす

るということになります。 

○委員（大田黒 博）あと１点だけ、よくわか

りましたので、今出ました道路診断がありますよ

ね、年に１回。学校、あるいはそういう方々から

上がってきて、横断歩道とか、その診断にかけら

れて、認定されませんでしたというのが２件あっ

たんです。それで、どうしても危ないから、もう

一回出してくれということで、出してあるんです

けれども、どういう規定があるのか、ちょっと教

えてください。 

○建設維持課長（泊 正人）カーブミラーとか、

ガードレールというものは、うちの判断で、はい、

やります、はい、やりませんというのはできるん

ですが、横断歩道とか停止線というのは、規制違

反になったりもしていきますので、それは公安委

員会の判断になりますので、そういう道路診断で

提案されれば、まず公安委員会に持ち帰って、本

部に上申をされて、そこでもまれてマル、バツと

なると思いますので、いわゆる規制がかかるもの

については警察ということでお願いしたいと思い

ます。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員、何かございませんか。よろしいで
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すか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５９号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局からの報告はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）これより、所管事務に

関して質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員、よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設維持課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ここで、休憩いたします。 

 再開は、おおむね３時５分ということで、よろ

しくお願いします。 

～～～～～～～～～     

午後２時４７分休憩     

～～～～～～～～～     

午後３時 ５分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

────────────── 

   △建設整備課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設整備課の審査

に入ります。 

────────────── 

   △議案第４８号 薩摩川内市都市公園条例 

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）まず、議案第４８号薩

摩川内市都市公園条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第

４８号薩摩川内市都市公園条例の一部を改正する

条例の制定について説明いたしますので、議案つ

づりその３の４８－１ページをお開きください。 

 提案理由につきましては、記載のとおりで、さ

きの本会議初日に部長のほうが説明いたしました

ので、省略させていただきます。 

 次のページをお開きください。 

 あわせまして、議会資料の１ページのほうもご

らんください。 

 まず、総合運動公園の全天候型運動広場、サン

ドームせんだいと言われているところです。使用

する遠赤外線暖房機器を市民スポーツ課で５台購

入いたしたことに伴い、使用料を定めるもので、

その額につきましては、電気使用料と減価償却費

の合計額とし、既存の都市公園条例、総合運動公

園内の持ち込み器具の使用料及び減価償却資産の

耐用年数等に関する省令を参考に積算した結果、

１台当たり１時間につき５００円とするものでご

ざいます。 

 また、三堂公園につきましては、現在整備中で

ございますが、平成２４年４月よりグラウンド等

を一部供用しているところでございます。 

 今年度、照明施設６基の整備が終了することか

ら、使用料を定め供用しようとするもので、使用

料につきましては、市内の類似施設の料金等を参

考に検討した結果、３０分につき５５０円とする

ものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

   △議案第４９号 薩摩川内市普通公園条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第４９号薩

摩川内市普通公園条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第

４９号薩摩川内市普通公園条例の一部を改正する

条例の制定について説明いたしますので、議案つ

づりその３の４９－１ページをお開きください。 

 提案理由につきましては、記載のとおりで、省

略させていただきます。 

 次のページをお開きください。 

 あわせて、議会資料のほうは３ページのほうを

ごらんいただければ、川内川宮里公園のグラウン

ド部の平面図を載せてありますので、御参考にし

てください。 

 川内川宮里公園につきましては、平成１１年度

より川内川河川事務所と一体となり整備を進めて

まいりましたが、今年度のラグビー・サッカー

コート、図面でいきますとⒷというところになり

ます。この施設整備をもって全ての整備を完了い

たしましたので、今回、同施設を普通公園におけ

る有料公園施設として設置し、使用料を定めるも

のでございます。 

 使用料の額につきましては、他の自治体や民間

の類似施設等も含め、調査・検討いたしましたが、

結果的には、ラグビー・サッカーコートにつきま

しては、丸山自然公園の天然芝コートの使用料と

の整合をとり、丸山自然公園と同額といたしてお

ります。 

 グラウンドゴルフ場につきましては、コート面

積等を考慮いたしまして、ラグビー・サッカー

コートの半額といたしました。 

 区分ごとの使用料につきましては、４９－

２ページの下の表に記載のとおりでございます。 

 当施設は、これまで整備中ではございましたが、

既に供用しており、グラウンドゴルフ場を初め予

約制により無料で使用できる状況でした。多くの

方々が利用されております。 

 そのため、今回、条例制定に伴い使用料を定め

たことにつきまして、広報紙等による市民への周

知期間や高齢者団体の施設使用料減免申請手続期

間等を考慮しまして、施行につきましては、平成

２５年１０月１日からとするものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（持原秀行）宮里のほうでこういう整備

をされて、本年１０月からということになってい

るんですが、今、高齢者の健康管理とかというこ

とで、非常にこのグラウンドゴルフが盛んになっ

てきて、一つには、それに出ていかれるというこ

とで、健康保険税の低額化とか、やっぱりそうい

うのにも、医療費の低額化にも貢献しているんだ

ろうというふうに思うんですが、この減免措置の

内容というんですか、今、多分無料だと思うんで

すが、そこらあたりについて教えていただきたい

と思います。 

○建設整備課長（四元新一）高齢者団体の施設

使用料の減免につきましては、２４年度より実施

しているところでございますが、これは高齢介護

福祉課のほうで高齢者団体認定書というのを一応

発行するようになっております。 

 薩摩川内市の高齢者クラブ連合会及び当連合会

に所属する単位高齢者クラブにつきましては、

１０割減免と、実質無料です。 

 あと、任意の高齢者団体という、３割減免とい

うのがございます。 

 こちらにつきましては、会員が１０人以上で

６０歳以上の高齢者がおおむね４分３以上占める

団体ということでございますので、今実際にグラ

ウンドゴルフをされている団体につきましては、

いずれかの減免措置を受けられることになるかと

思います。 

 以上です。 

○委員（持原秀行）いろんな施設においても、

やっぱり特にこの減免とか、年金生活をされてい

る方たちなんかの要望が強くございますので、ぜ

ひそこらあたりを配慮していただきたいと思いま

す。 

○委員長（福田俊一郎）意見であります。 

○委員（小田原勇次郎）１点確認でした。 
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 私の認識では、この宮里の河川公園の整備のほ

うは一応これで終結という、御説明のとおりの認

識であるんですが、競技団体等から、万が一、例

えば今、これは、この料金だけであれば、昼間使

用、要するに昼間の使用を想定した料金体系であ

るというふうに認識をしているんですが、夜間使

いたいとかという、そこらあたりの、例えばあれ

は河川敷ですから、電気配線とかなんとかという

部分は多分難しいのかなと思う部分があるので、

夜間照明という部分については、現在のところ、

全く構想等、そういう御意見等もないという認識

でよろしいでしょうか。 

○建設整備課長（四元新一）今ございました、

今の段階では、照明施設を設置するという予定は

ございません。 

 照明施設につきましては、今、整備中の三堂公

園のほうにも、本年度、整備が完了しましたので、

今、現存する照明施設がある広場等、運動場を利

用していただければと考えております。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）大体認識はわかりまし

た。 

 ただ、一つは、この宮里河川公園のラグビー・

サッカー場あたりは、グラウンドゴルフは特にや

っぱり御年配の方々が使われるので、日中使われ

るケースが多いのかなと思われるんですが、ラグ

ビー・サッカー場あたりにつきましては、アマチ

ュアないし高校生・学生あたりが使う頻度が高く

なっていくのかなと思ったときに、日中ないし、

今度は夜間使用という部分の考え方も出てきはせ

んかなというのを想定しての質問でありました。 

 公法的な部分、要するに工事をもしそれを設置

するとしたときには、公法的な部分は可能だとい

う認識でよろしいんでしょうか。 

○建設整備課長（四元新一）設置をするについ

て公法的なものでどうかという話でした。 

 ここは河川敷の中ですので、永久構造物という

のは基本的には無理です。 

 設置するとなると、国というか、河川管理者と

の協議が必要になってまいりますけれども、ちょ

っとハードルが高いんじゃないかなという気がす

るのが一つ。 

 それから、もう一つ、これは直接ここに関係な

いんですが、宮里についてはコンビニがございま

すよね。あのコンビには２４時間明かりがついて

いるんです。 

 ところが、明るくなっていいという方もおられ

れば、やっぱりそれと反対のことを言われる方も

いらっしゃるんですね。 

 したがって、もし万が一、河川法的なものをク

リアしてここに照明施設をつけるとなると、周囲

の住家、民家の方々への説明というのも必要にな

るんじゃないかなと考えておりますので、いろい

ろと段階、段階を踏まえる必要があるのかなとい

うふうに考えております。 

○委員（小田原勇次郎）もう今の御説明で十分

です。 

 一応、現時点では、この施設は昼間の使用を想

定した施設であるという認識で、いろいろとあっ

たときには、そういう形で理解をさせていただき

たいと思います。 

 ありがとうございました。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の御質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △議案第５０号 鹿児島本線川内駅構内

３５０ｋｍ３２０ｍ付近の立体交差工事委

託に関する基本協定の変更について 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第５０号鹿

児島本線川内駅構内３５０ｋｍ３２０ｍ付近の立

体交差工事委託に関する基本協定の変更について

を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第
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５０号鹿児島本線川内駅構内３５０ｋｍ３２０ｍ

付近の立体交差工事委託に関する基本協定の変更

について説明いたしますので、議案つづりその

３の５０－１ページをお開きください。 

 あわせまして、議会資料の４ページのほうもご

らんください。 

 市道横馬場田崎線の鉄道アンダー部につきまし

ては、御承知のとおり、ＪＲと協定を締結して、

現在、施工中でございます。 

 計画に当たっては、十分な事前調査等を実施し

ておりますが、地中のことであり不確定要素が多

く、施工中に発生する事案等も多々あり、その都

度、的確な対応が求められているところです。 

 当現場におきましても、鋼矢板打設において、

地中に石積みが出てきて特殊工法が必要になった

り、土質の関係で、市街地ということもあり、騒

音・振動に配慮して打設工法の変更を強いられた

り、また湧水量が多く、常時排水の必要が生じ、

排水処理費も相当かさむことになりました。 

 あわせまして、東日本大震災の影響で資材等の

入手困難により、仮設資材のリース期間の延長等、

さまざまな変更要因が発生したため、当課でも十

分な検討・精査を行った上で、さきの１２月議会

において継続費の増額補正をお願いし、御承認い

ただいたところでございます。 

 今回は、それに基づき、基本協定の契約金額を

変更しようとするものでございます。 

 変更後の契約金額は、記載のとおり１４億

９，３９３万９，０００円となります。 

 現在、現場におきましては、コンクリートの軀

体を製作中であり、４月ごろには押し込みを開始

する予定でございます。時期を見て、ぜひ委員の

皆様にも現地視察をお願いできたらと考えている

ところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）何て言うのか、増額の予算

をいろいろ議会で議論する中で、私は本当に長年

議員をやっていて、今の課長の説明の道理が一般

的に本当に通るのかというと、私はなかなか理解

しがたいところが多いですね。 

 言えば、この契約している、これは、契約のこ

こは九州旅客ですか、もう本当に言うままという

か、今度も１億３，０００万円という一つの変更

額ですけれども、なかなか工法を変える、いろい

ろなそういうことも含めてですけれども、本当に

こういう工事の仕方というか、本当に私は理解が

できないですね。 

 言うがままに予算措置をしているというふうに

しか受けとめられないので、やっぱりこういうと

ころは、課でも精査しながらという御説明である

んだけれども、一般的にはなかなか理解できない

部分だと思いますよ。 

 僕は不満を言うだけのことにしかすぎないのか

もしれないけれども、やっぱりこういう工事に当

たっては、次、どういうふうにできるかわからん

けれども、どういう工事が出てくるかわからんけ

れども、いい教訓としてやっていかないと、もう

常に増額、増額、最初からすると、そういう流れ

を組んできているので、やっぱりここらあたりは

本当僕らは理解ができない御提案、契約になって

いると言うしか言いようがないんだけれども、何

かコメントがあったら言ってください。 

○建設整備課長（四元新一）今の上野委員より、

前回の１２月議会でも、いろいろとそういった御

指摘をいただきました。 

 ここの工事を進めるに当たりましては、定期的

にＪＲとの協議を持ちながら、前回も多分言った

かもしれませんが、ＪＲの言いなりになっている

ことは決してございません。 

 ＪＲから示されたものについては、課内でもち

ゃんと協議し、あと施工業者とも話をしながら、

そこを一応決定しているという状況でございます。 

 今回のこの増額につきましても、最終的なもの

まで見込んで、一応、最終的にまた精算というこ

とになろうかと思います。 

 だから、今の額を超えることはないようにとい

うことで最終確認をいたしまして、今回、一応、

こういう形でお願いするところでございます。 

 ここの工法が、今、日向に１カ所やっておりま

す。非常に珍しい工法でございまして、駅の近く

でもございまして、従来の工法ではちょっと難し

いという形での工法をとっておりますので、余り

今までの実績等がございません。施工業者もかな

り苦労しながらやっている状況でございます。そ
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れらにつきましては、十分当課のほうで管理しな

がら、また打ち合わせをしながら実施しておりま

すので、最後まで見守っていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員（上野一誠）これ、２５年度というのは、

いつで完成するの。 

○建設整備課長（四元新一）一応、１２月末と

いうことで、今、動いております。 

○建設部長（石澤一美）この工事につきまして、

これまでいろいろと上野委員のほうからも御意見

をいただいております。 

 今ほど課長のほうが説明しましたように、珍し

い工法というか、これ物すごく気をつけなければ

ならない工事でございます。 

 というのは、上を肥薩おれんじ鉄道、あるいは

ＪＲの列車、電車、それから新幹線が通っている

ということで、この工事による、そういった交通

機関への影響が少しでもあったらいけないという

ことで、したがって工事期間そのものも、動いて

いる時間じゃないわけですね。影響があるかどう

かというのは、一々確認しながら実施しているの

が実情です。 

 したがいまして、工期そのものも物すごく長く

なっているということに加えて、この構造物とい

うのは、道路の幅員自体は１４メートルです。そ

れにコンクリートの厚さ、コンクリートの大きな

箱をつくって、それを少しずつ押し込んでいくよ

うな工事になるんですけれども、その施設そのも

のをつくるということと、それを押し込んでいく

工事も、時間的には、少しずつですけれども、押

していくような、他に影響がないのを確認しなが

ら押していくようなことになります。 

 したがいまして、業者自体もすごく気を使って

いますし、我々もそれに合わせて、万一事故なん

かが起こらないようにということで、気をつけな

がらやっているのが実情です。 

 したがいまして、ＪＲ任せということじゃなく

て、我々もタッチしながら管理をやっているとい

うのが実情でございます。 

 そういった気を使っている工事だということは

御理解いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○委員（上野一誠）そういう説明は、これをス

タートした時点で、もう当初から聞いているわけ

ですよ。 

 そういう新幹線が通り、こういう状況になると

いうのはもう聞いていて、私が言うのは、積算根

拠は、こういう専門的な形からすると、都度、都

度、そういう形で上乗せていくことが、本当に信

頼できる積算根拠になっているかということを申

し上げたいんであって、工法的には専門的にやら

れるわけだから、これ、やってみなわからん、や

ってみなわからんという工法ではいかんのじゃな

いかと。 

 だから、仮に今、これ１億３，０００万円、ま

た新たに加えるということになるわけだから、そ

ういう積算根拠を僕は言っているんであって、そ

んな工法的なことは、専門家だから、もう何回も

そういう説明を受けましたよ。上は新幹線が通っ

ていて、ちょっとずつしかやれないというのは、

もうずっと説明を受けていることだから。 

 私が言うのは、途中で一応工法のそういうもの

を変えたり、変更したり、いろんな流れがあって、

一応、見えないところもあるかもしれないけれど

も、やっぱり専門的な業者であれば、そういうも

のは一つのプロ意識を持ってやってもらいたいと

いうのが僕らの言い分です。 

 工法はいろいろ、上は新幹線が通ってやってい

るというのはわかるんですよ。 

 これは、前の委員会からも、もうここに始まっ

たことじゃないんだけれども、不透明で見えづら

いという指摘はずっとしてきていますので、今、

課長がこれが最後だということですけれども、何

か学ぶことは多いと思います。 

 こういうＪＲの一つのやるときに、本当にこれ

からの一つの契約のあり方というのも、非常に危

険な状態も伴うことも重々わかっています。だか

ら積算根拠というものがもっと明確にきちっとし

ていないと、なかなか次またどこかがとかという、

本当にどういう工法でやっているかということが、

やはり僕らとしては理解しがたいなという意味で

す。 

 工事そのものは、何回も説明受けていますから、

よく理解しています。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 
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 委員外議員、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 

────────────── 

   △建設部長の概要説明 

○委員長（福田俊一郎）次に、当初予算の審査

に入ります。 

 まず、建設部長に概要説明を求めます。 

○建設部長（石澤一美）それでは、建設整備課

分について御説明をいたします。 

 まず、一般道路整備事業でございますけれども、

これにつきましては、地元から要望のあります市

道の整備促進を図りますほか、市長マニフェスト

にありますように、今後の効率的な市道の整備を

行うための基準等を作成していくこととしていま

す。 

 また、現在、横馬場田崎線につきましては、整

備中でございますけれども、川内駅西口駅前広場

と横馬場田崎線をつなぐ駅前白和線についても整

備に着手することとしております。 

 それから、新規事業としまして、以前から要望

のあります国道３号と唐浜港などをつなぎます市

道網津唐浜港線網津踏切の整備に着手してまいり

ます。 

 公園につきましては、これまで同様、維持管理

を行いますとともに、三堂公園、久見崎公園の整

備も引き続き実施してまいります。 

 加えまして、都市公園施設について、長寿命化

計画を策定いたしておりますが、平成２５年度か

らその計画に基づき実際に修繕等を行ってまいり

ます。 

 以上、簡単ですが、説明を終わります。 

────────────── 

   △議案第５９号 平成２５年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（福田俊一郎）それでは、審査を一時

中止してありました議案第５９号平成２５年度薩

摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第

５９号平成２５年度薩摩川内市一般会計予算の建

設整備課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、予算調書

の１８１ページをお開きください。 

 ６款３項１目農村公園管理費ですが、事業費

１，０１６万５，０００円で、市内全域の農村公

園の施設管理にかかわる経費でございます。 

 経費の主なものは、中郷町の天神池公園ほか、

農村公園８カ所分の指定管理に伴う委託料です。 

 次に、８款２項３目一般道路整備事業費ですが、

事業費３億５，０８３万３，０００円で、道路新

設改良事業及び県営道路整備事業負担金にかかわ

る経費でございます。 

 経費の主なものは、職員８人分の人件費のほか、

地元より要望のありました市道等の新設改良に伴

う経費及び県が施行する川内祁答院線等、県道整

備にかかわる負担金でございます。 

 そのほか、県により建設中のエコパークかごし

まに関連する周辺地域振興事業費も含まれており

ます。 

 次に、１８２ページをお開きください。 

 ８款２項３目特定離島道路整備事業費ですが、

事業費６００万円で、鹿島地域の市道鳥ノ巣線の

道路整備にかかわる測量設計業務委託料でござい

ます。 

 次に、同目川内地域踏切改良拡幅事業費ですが、

事業費６００万円で、国道３号より唐浜海水浴場

に行く際に通る市道網津唐浜港線内にある網津踏

切の拡幅整備にかかわる測量設計業務委託料でご

ざいます。 

 続きまして、１８３ページをごらんください。 

 ８款４項１目港湾県営事業負担金ですが、事業

費８,０００万円で、県港湾整備計画に基づき、県

が整備する川内港・里港・長浜港にかかわる負担

金でございます。 

 次に、８款５項２目横馬場田崎線整備事業費で

すが、事業費１億７，６９３万９，０００円で、
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同路線の九州新幹線及びおれんじ鉄道下の整備に

つきましては、平成２２年度よりＪＲ九州と協定

締結をし、継続費を設定して、現在、ＪＲにて施

工中でございますが、それに伴う２５年度分の委

託料のほか、駅前白和線に取りつけるための道路

整備等にかかわる工事請負費が主な経費でござい

ます。 

 次に、１８４ページをお開きください。 

 ８款５項２目駅前白和線整備事業費ですが、事

業費１億５万円で、現在整備中の横馬場田崎線に

引き続き、休止中でございました当路線を平成

２５年度より整備いたしますが、春田川にかかる

新地橋の仮設橋設置にかかわる工事請負費のほか、

用地購入費及び関連する立木等移転補償費が主な

経費でございます。 

 次に、８款５項５目公園管理事業費ですが、事

業費１億４，２３３万７，０００円で、市内全域

の公園緑地等の維持管理にかかわる経費でござい

ます。 

 経費の主なものは、向田公園等、市内の都市公

園及び普通公園１６８カ所分の指定管理委託料の

ほか、隈之城川公園駐車場の管理や街路樹等の管

理に伴う委託料でございます。 

 そのほか、平成２３年度に策定しました都市公

園施設長寿命化計画に基づき行う、向田公園等の

施設整備にかかわる工事請負費や、向田地区かわ

まちづくり事業に伴う委託料等が含まれておりま

す。 

 続きまして、１８５ページをごらんください。 

 同目三堂公園整備事業費ですが、事業費

８，９１７万３，０００円で、職員３人分の人件

費のほか、三堂川の親水護岸及びトイレ等の施設

整備にかかわる工事請負費が主な経費でございま

す。 

 次に、同目久見崎公園整備事業費ですが、事業

費３,０００万円で、県道と川内川に挟まれた部分

の敷地造成等にかかわる工事請負費と、特産品販

売所の実施設計にかかわる委託料が主な経費でご

ざいます。 

 次に、１８６ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧事

業費ですが、事業費１８０万円で、台風や大雨等

による災害発生時に、公園施設の破損や街路樹の

倒木処理等に対応するための経費でございます。 

 以上で、歳出についての説明を終わりますが、

ここで、本日、委員会資料として配付しておりま

す道路・公園の平成２５年度事業実施予定箇所に

ついて説明いたしますので、委員会資料の５ペー

ジ、６ページをごらんください。白黒印刷でちょ

っと見づらいかもしれません。 

 本土と甑島に分けて作成しておりますが、この

予定箇所につきましては、今回、当初予算で計上

している事業について記載してございます。 

 今後、諸般の事情等により変更になる場合もご

ざいますので、御理解いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 以上で、歳出について終わります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

４８ページをお開きください。 

 上から主なものについて説明いたします。 

 １４款１項６目使用料、予算額１，３０３万

６，０００円のうち、１００万円は、丸山自然公

園ほかの有料公園施設の使用料、１，１０４万円

は、隈之城川公園駐車場の月決め２０５台分と時

間貸し８２台分の駐車料金です。 

 １５款２項６目国庫補助金、予算額１億

９，３５８万８，０００円のうち、３３０万円は、

網 津 踏 切 の 拡 幅 事 業 に 伴 う 補 助 金 、 １ 億

５，２２８万８，０００円は、横馬場田崎線及び

駅前白和線の整備に伴う補助金、３，８００万円

は、公園施設長寿命化計画に基づきます施設整備

及び三堂公園の整備に伴う補助金でございます。 

 １６款３項６目県委託金、予算額２，３００万

円は、三堂公園整備の中で実施する三堂川親水護

岸整備にかかわる県からの委託金でございます。 

 １７款２項２目財産売払収入、予算額１６８万

６，０００円は、祁答院矢立農村公園のニジマス

販売に伴う売却収入でございます。 

 ２ １ 款 ４ 項 ２ 目 受 託 事 業 収 入 、 予 算 額

５，５００万円は、県が建設中のエコパークかご

しまに関連する周辺地域振興事業に伴う県からの

受託事業収入でございます。 

 ２ １ 款 ５ 項 ４ 目 雑 入 、 予 算 額 ２ ７ ８ 万

８，０００円のうち、１０５万円は、総合運動公

園・丸山自然公園等に設置してある自動販売機の

電気料実費収入金です。１７０万円は、川内駅西

口駅前広場の管理をＪＲ九州との協定に基づき行

っておりますが、これに伴う管理受託収入です。 
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 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（橋口博文）あの網津の踏切、６００万

円予算組んで調査されますよね。網津の方々がも

う何年も前から言われていたんですけれども、そ

れにまた新しく福祉施設ができるんですね。あそ

こは、非常に離合の仕方が難しいと言われるんで

すが、こういう予算をつけていただいて調査して

いただくわけですけれども、あれが今から調査を

して、設計をしたり、そして用地買収をしたり、

そういうのができ上がって、工事に着工するのは、

完成までどういう工程ですかね。 

○建設整備課長（四元新一）今の委員の質問に

お答えします。 

 ２５年度で一応測量設計をいたします。２６年

度で工事を実施予定です。だから、単年度で一応

終わる予定で、２６年度で一応完了する予定でご

ざいます。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員、ございませんか。大丈夫ですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第５９号一般会計予算の審査を一

時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（福田俊一郎）次に、所管事務調査に

入ります。 

 当局から報告はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）これより、所管事務に

関して質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 委員外議員はよろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設整備課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（福田俊一郎）本日の委員会は、これ

で延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本日の委員会は、これで延会いたしま

す。 

 次の委員会は、明日１５日、午前１０時から第

３委員会室で開会いたします。 
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